
全
-
け
丈
局
、
。
ル

第
四
十
二
巻

第
二
競

昭
和
五
十
八
年
九
月
設
行

溺
海
の
地
方
統
治
憧
制

ー
ー
一
つ
の
試
論
と
し
て
|
|

河

上

洋

は

じ

め

に

一
溺
海
成
立
前
の
綜
褐
、
高
句
麗
の
情
勢

二
溺
海
の
成
立
と
勢
力
範
園
の
媛
大

三
溺
海
の
地
方
行
政
機
構

お

わ

り

に

-1-

は

じ

め

溺
海
は
、
七
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
に
か
け
て
現
在
の
中
潤
東
北
部
及
び
朝
鮮
威
鏡
道
地
方
に
存
在
し
た
園
家
で
あ
る
。
自
ら
の
手
に
成
る

記
録
が
全
く
残
つ
で
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
海
東
の
盛
園
」
と
謡
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
賓
監
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
も

そ
も
そ
の
建
園
者
の
出
自
か
ら
し
て
こ
れ
を
高
句
麗
人
と
す
る
設
と
綜
鞠
人
と
す
る
設
が
あ
り
、
未
だ
に
信
仰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
が
現
朕

で
あ
る
。
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戟
前
の
我
が
圏
に
お
い
て
は
「
満
洲
ι
と
の
闘
係
か
ら
溺
海
史
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
、
王
都
で
あ
っ
た
上
京
龍
泉
府
祉
を
始
め
と
す
る
溺
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海
遁
祉
の
渡
掘
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
研
究
の
封
象
は
専
ら
我
が
園
と
の
関
係
史
、
地
名
考
誼
を
中
心
と
し
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ

て
か
ら
も
こ
の
扶
況
は
嬰
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
戦
前
か
ら
関
心
を
持
っ

て
研
究
を
績
け
た
人
達
は
と
も
か
く
、
新
た
な
溺
海
研
究
は
非
常
に
数
少

な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
僅
か
に
、
最
近
石
井
正
敏
氏
が
日
本
・
瀬
海
交
渉
史
に
お
い
て
新
た
な
覗
黙
か
ら
こ
れ
を
再
検
討
し
て
い
る
の
が

自
に
附
く
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

ま
た
、

戦
後
に
お
い

て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
韓
民
園
及
び
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
園
に
お
け
る
研
究
、
特
に
「
南
北
園
時
代
」
な
る
時

代
設
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
劫
海
を
朝
鮮
史
の
瞳
系
に
組
み
入
れ
て
考
え
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
湖
海
を
高
句
麗
を
縫
承
す
る
園

家
と
考
え
、
高
句
麗
、

百
済
、
新
羅
の
三
園
鼎
立
時
代
を
経
て
、
新
羅
、
溺
海
が
南
北
に
劃
峠
し
た
七
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
ま
で
を
朝
鮮
の

南
北
園
時
代
と
す
る
も
の
で
、
韓
園
で
は
李
佑
成
氏
、
共
和
園
で
は
朴
時
亨
氏
が
そ
の
主
な
提
唱
者
で
あ
る
。
確
か
に
支
配
者
層
に
お
い
比
は

高
句
麗
人
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
意
識
の
上
で
も
高
句
麗
を
継
承
す
る
園
家
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
お
り
、

ま
た
遺
祉
、
遺
物
の
上
か
ら
も
高
句
麗
と
の
類
縁
闘
係
が
裏
附
け
ら
れ
て
い
到
。
し
か
し
そ
の
被
支
配
者
層
に
多
く
の
抹
鴇
人
が
存
在
し
た
こ

と
も
事
買
で
あ
る
。
具
睦
的
に
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
崩
海
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
な
お
充
分
な
研
究
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が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
射
し
、
中
園
で
は
崩
海
を
綜
鴇
族
の
設
展
の
結
果
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
引
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
弱
海
を
指
し
て
「
唐
の
一

地
方
政
権
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
化
的
に
も
政
治
的
に
も
唐
の
影
響
は
大
き
く
、
官
制
も
名
稿
は
唐
の
も
の
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
名
稿
は
同
じ
で
も
貫
盟
ま
で
唐
の
も
の
と
同
じ
と
は
限
ら
ず
、
こ
の
表
現
は
湖
海
の
園
家
の
性
格

を
表
わ
す
も
の
と
し
て
は
非
常
に
暖
味
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
融
海
を
高
句
麗
人
の
園
家
と
す
る
か
、
或
い
は
綜
鞠
人
の
園
家
と
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
枠
組
を
設
定
す
る
前
に
、
高
句

麗
人
、
株
鞠
人
が
混
在
す
る
溺
海
の
社
曾
構
成
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
園
家
を
形
成
し
て
い
た
の
か
が
問
わ
れ
る

川

町

帥

ω

よ
う
や
く
最
近
に
な
っ

て
李
龍
範
氏
、
鈴
木
靖
民
氏
、
金
鍾
園
氏
の
研
究
が
護
表
さ
れ

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
問
題
に
閲
し
て
は
、



る
に
至
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
論
考
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
手
懸
り
と
し
て
勧
海
の
地
方
行
政
機
構
を
取
り
挙
げ
て

み
た
い
。
溺
海
に
も
中
園
と
同
じ
く
府
・
州
・
鯨
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
貫
瞳
も
中
園
と
同
じ
も
の
な
の
か
、
異
な
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
構
造
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
中
心
に
以
下
の
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

湖
海
成
立
前
の
抹
縄
、
高
句
麗
の
情
勢

ま
ず
、
激
海
の
支
配
下
に
入
る
前
の
綜
報
、
高
句
麗
が
ど
の
よ
う
な
朕
態
に
あ
っ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

綜
輔
の
情
勢
か
ら
述
べ
る
と
、
正
史
に
抹
輔
の
名
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
『
惰
書
』
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
八
て
抹
輯
俸
に
は
、

世
相
賜
は
、
高
麗
の
北
に
在
り
。
邑
落
に
倶
に
酋
長
有
り
て
相
徳
一
せ
ず
。
凡
そ
七
種
有
り
。
其
の
一
は
、
粟
末
部
と
競
し
、
高
麗
と
相
接
す
。
勝
丘
(
数
千
。

多
く
駿
武
に
し
て
毎
に
高
麗
中
を
定
す
。
其
の
二
は
、
伯
拙
部
と
臼
い
、
莱
末
の
北
に
在
り
。
勝
丘
(七
千
。
其
の
三
は
、

安
車
問
{
同
部
と
日
ぃ
、
伯
唱
の
東
北

に
在
り
。
其
の
四
は
、
梯
浬
部
と
日
い
、
伯
唱
の
東
に
在
り
。
其
の
五
は
、
競
室
部
と
白
い
、
携
浬
の
東
に
在
り
。
其
の
六
は
、
黒
水
部
と
白
い
、
安
車
骨

の
西
北
に
在
り
。
英
の
七
は
、
白
山
部
と
日
ぃ
、
粟
末
の
南
東
に
在
り
。
勝
丘
ハ
並
び
に
三
千
を
過
ぎ
ず
、
而
し
て
黒
水
部
尤
も
勤
健
と
信
用
す
。
梯
浬
よ
り
以
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束
、
矢
は
皆
石
鉄
、
即
ち
古
の
粛
儀
氏
な
り
。

と
あ
る
。
七
種
に
大
別
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
人
の
首
長
の
も
と
に
統
一
さ
れ
た
集
圏
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は

「

邑

落

に

倶

に

曾

長

有

り

て

相

組

一

せ

ず

」

こ

の

朕

態

は

唐

代

に

至

っ

て

も

饗

わ

ら

な

い

。

書
』
巷
一
九
九
下
、
株
鞠
俸
に
「
其
の
園
凡
そ
数
十
部
を
な
し
、
各
々
曾
帥
有
り
。
」
、
『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
黒
水
練
輯
俸
に
は
「
離
れ
て

と
あ
る
こ
と
で
わ
か
ろ
う
。

す
な
わ
ち

『
奮
唐

数
十
部
を
な
し
、
酋
各
々
自
治
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

や
は
り
各
部
落
ご
と
に
部
落
長
が
存
在
し
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
を
統
合
す
る

組
織
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
少
し
そ
の
内
賓
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
史
料
を
奉
げ
て
み
よ
う
。
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事
一
つ
は
晴
代
の
粟
末
軟
調
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
晴
の
時
、
粟
末
練
絹
の
一
酋
で
あ
る
突
地
稽
が
部
衆
を
率
い
て
惰
に
来
投
開
属
し
て
い

る
。
こ
れ
を
最
も
詳
細
に
俸
え
た
記
事
と
し
て
『
太
卒
賓
字
記
』
巻
七
一
、
河
北
道
燕
州
の
候
所
引
の
『
北
蕃
風
俗
記
』
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
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る
と

初
め
開
皇
中
、
粟
末
時時
鴇、

高
麗
と
戟
い
て
勝
た
ず
。
同州
稽
部
渠
長
突
地
稽
な
る
者
有
り
。
勿
使
来
部
、
窟
突
始
部
、
悦
稽
蒙
部
、
越
沼
部
、
歩一護
頼
部
、

破
桑
部
、
歩
歩
括
利
部
凡
そ
八
部
、
勝
兵
数
千
人
を
率
い
、
扶
徐
城
の
西
北
よ
り
部
落
を
翠
げ
て
関
に
向
い
、
内
附
す
。
こ
れ
を
柳
城
に
庭
く
。
乃
ち
燕
郡

の
北
な
り
。

と
あ
り
、
欧
稽
部
以
下
、
粟
末
株
調
内
に
さ
ら
に
小
さ
な
部
が
存
在
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
凡
そ
八
部
、

勝
兵
数
千
人
を
率

い
」
と
あ
る
か
ら
、

射
高
句
麗
戦
の
よ
う
な
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
起
す
場
合
、
或
い
は
部
落
を
翠
げ
て
亡
命
す
る
と
い
っ
た
非
常
事
態
の
際

に
厭
稽
部
渠
長
突
地
稽
は
他
の
七
部
に
ま
で
統
率
擢
を
及
ぼ
し
た
よ
う
だ
。

し
か
し
彼
は
あ
く
ま
で
「
蕨
稽
部
渠
長
」
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
八
部
全
飽
の
首
長
で
は
な
い
。
前
述
の
新

・
奮
南
唐
書
の
記
述
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
勿
使
来
部
以
下
に
も
部
長
が
お
り
、
卒
時
は
そ
れ

ぞ
れ
の
部
で
自
治
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、

粟
末
株
鞠
と
稿
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
こ
に
記
さ
れ
た
八
部
が
全
て
で
は
な
い
。

『
新
唐
書
』
巻
二

一
九
、
激
海
博
に
激
海
の
出
自
に
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閲
し
て

「溺
海
、
も
と
粟
末
綜
輔
の
高
麗
に
附
す
者
に
し
て
、
姓
は
大
氏
。
」
と
あ
り
、

支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
粟
末
株
鴇
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
奮
唐
書
』

巻
三
九
、
地
理
志
二
、
河
北
這
慎
州
の
保
に
、

こ
の
記
述
の
嘗
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

高
句
麗
の

ft¥'i; 
j十!

武
徳
初
め
置
く
。

鐙
州
に
隷
す
。
凍
末
株
間
拘
烏
素
因
部
落
を
領
す
。

と
あ
り
、
前
述
の
八
部
以
外
の
部
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
粟
末
株
鞠
と
は
数
部
或
い
は
十
数
部
の
小
部
落
の
総
稿
で
あ
っ
た
。
部
落
に
は
そ
れ
ぞ
れ
部
落
長
が
お
り
、
卒
時
は

各
々
部
落
長
の
下
に
濁
自
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
と
る
際
に
ま
わ
り
の
数
部
を
統
率
す
る
有
力
部
落
の
存

在
は
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
溺
海
建
園
後
の
記
録
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
黒
水
綜
褐
に
お
い
て
も
同
様
の
吠
況
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
奮
唐
室
百
』
綜
掲

博



唯
だ
里
山
水
部
の
み
全
盛
な
り
。
分
れ
て
十
六
部
を
信
用
し
、
部
は
叉
南
北
を
以
て
穏
と
篤
す
。
開
元
十
三
年
、
安
東
都
護
醇
泰
、
黒
水
枕
仲
間
開
内
に
黒
水
軍
を
置

か
ん
こ
と
を
請
う
。
価
明
い
て
更
に
最
大
部
落
を
以
て
黒
水
府
と
信
用
し
、
の
っ
て
其
の
首
領
を
以
て
都
督
と
盛
岡
す
。
諸
部
の
刺
史
こ
れ
に
殺
岡
崎
す
。
中
園
、
長

史
を
置
き
、
其
の
部
落
に
就
き
て
こ
れ
を
監
領
す
。

と
あ
り
、
唐
代
の
黒
水
株
鞠
に
は
一
六
の
部
落
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
朝
は
そ
の
う
ち
の
最
大
部
落
に
黒
水
府
を
置
き
、
そ
の
首
領

「
諸
部
の
刺
史
こ
れ
に
隷
属
す
」
と
は
、
黒
水
府
を
置
い
た
以
外
の
部
落
の
部
落
長
に
刺
史
な
る
官
を
興
え
、
都
督
に

こ
れ
ら
を
統
轄
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
唐
朝
の
権
威
の
下
で
の
統
属
関
係
で
あ
っ
て
、
黒
水
府
が
置
か
れ
る
以
前
の
こ
の
部

落
の
他
の
部
落
に
劃
す
る
統
制
力
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
墜
に
「
最
大
部
落
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
都
督
に
任
命
し
た
。

か
ら
、
こ
の
部
落
と
他
の
諸
部
落
と
は
支
配
、
被
支
配
の
関
係
に
ま
で
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
高
句
麗
は
抹
鞠
と
異
な
り
園
家
と
し
て
の
瞳
制
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
そ
の
領
域
内
に
ど
の
よ
う
な
支
配
瞳
制
が
と

ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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A
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こ
の
問
題
に
閲
し
て
は
、
贋
開
土
王
碑
の
記
述
を
通
し
て
四
世
紀
J
五
世
紀
の
高
句
麗
の
領
域
支
配
鐙
制
を
探
っ
た
武
田
幸
男
氏
の
論
文
が

参
考
に
な
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
康
開
土
王
の
時
代
新
た
に
高
句
麗
領
と
な
っ
た
地
域
は
基
本
的
に
城
と
村
を
車
位
と
し
て
把
握
さ
れ
、
「
村
一

一一
J
一
三
の
在
地
侃
舎
の
な
か
で
、
社
曾
的
お
よ
び
政
治
・
軍
事
的
な
擦
貼
と
し
て
の
強
大
な
一
域
が
諸
村
を
統
率
し
、
支
配
し
て
い
た
と
い

ん
H
い

う
園
式
が
得
ら
れ
る
。
」

ま
た
奮
来
か
ら
の
領
域
で
は
異
種
族
や
亡
命
中
園
人
集
固
な
ど
を
も
含
む
在
地
社
舎
の
複
雑
さ
か
ら
、

よ
り
多
様
な

支
配
睦
制
が
窺
わ
れ
る
が
、
概
し
て
言
え
ば
博
統
的
な
河
港
立
地
の
栗
落
を
皐
位
と
す
る
支
配
|

1
1
碑
文
で
は
こ
の
褒
落
を

「某
々
谷
」
と
表

現
し
て
い
る
た
め
、
武
田
氏
は
こ
れ
を
谷
支
配
と
名
附
け
て
い
る
ー
!
と
城
を
車
位
と
す
る
支
配
議
支
配
)
と
の
併
存
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

を
歴
史
的
に
見
る
と
、
「
俸
統
的
な
谷
支
配
を
基
底
に
も
ち
、
そ
の
上
で
四
世
紀
前
半
ご
ろ
を
分
期
と
し
て
、
山
城
を
含
む
「
城
」
支
配
が
新

A
司
ザ

開
領
域
を
中
心
に
出
現
し
、
谷
支
配
か
ら
城
支
配
へ
と
い
う
新
傾
向
が
展
開
し
て
、
両
者
が
並
存
す
る
朕
態
を
呈
す
る
に
至
つ
川
口
」
の
が
贋
開

土
王
碑
の
建
て
ら
れ
た
五
世
紀
前
牢
で
あ
っ
た
。

197 



198 

こ
の
よ
う
な
武
田
氏
の
論
旨
に
よ
れ
ば
、
高
句
麗
の
領
域
支
配
は
多
様
な
形
態
の
併
存
か
ら
域
を
車
位
と
す
る
支
配
形
態
へ
の
一
元
化
が
展

望
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
断
片
的
で
は
あ
る
が
後
の
史
料
に

よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

『
周
書
』
巻
四
九
、
高
麗
俸
に
は

卒
摘
出
城
に
治
す
・
:
(
中
略
〉
・
:
其
の
外
、
圏
内
城
及
び
漢
城
有
り
。
亦
た
別
都
な
り
。
復
た
遼
東
、

玄
菟
等
教
十
城
有
り
。
皆
官
司
を
置
き
て
以
て
相
統
錯

す
。

と
あ
り
、
ま
た
『
嘗
唐
宣
言
』
巻

一
九
九
上
、
高
麗
停
に
は
滅
亡
時
の
高
句
麗
の
朕
況
を
記
し
て
、

高
麗
園
も
と
分
れ
て
五
部
を
篤
し
、
域
百
七
十
六
、
戸
六
十
九
蔦
七
千
有
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
領
域
を
城
を
単
位
と
し
て
表
わ
し
て
い

る。

こ
の
よ
う
な
高
句
麗
の
域
単
位
の
支
配
鐙
制
は
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
ち
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
次
に
考
え

て
み
た
い
。

『
翰
苑
』
の
註
に
引
く
『
高
麗
記
』
に
高
句
麗
の
官
名
を
列
記
し
て
、
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，向い、

叉
、
其
の
諸
大
城
に
侭
薩
を
置
く
。
都
督
に
比
す
。
諸
城
に
庭
間
近
支
を
置
く
。
刺
史
に
比
す
。
亦
た
こ
れ
を
道
使
と
謂
う
。
道
使
の
治
所
、
こ
れ
を
名
つ

け
て
備
と
日
ぅ
。
諸
小
城
に
可
選
逮
を
置
く
。
長
史
に
比
す
。
叉
、
城
に
婁
宵
を
置
く
。
豚
令
に
比
す
。

と
あ
り

『
蓄
唐
書
』
高
麗
停
に
は
同
じ
こ
と
を
、

外
に
州
豚
六
十
徐
城
を
置
く
。
大
城
に
府
間
薩

一を
置
く
。
都
督
に
比
す
。
諸
城
に
道
使
を
置
く
。
刺
史
に
比
す
。
其
の
下
各
々
僚
佐
有
り
て
曹
事
を
分
掌
す
。

と
記
し
て
お
り
、
諸
城
に
は
そ
の
規
模
の
大
小
に
よ
っ
て
傍
薩
、
鹿
間
近
支
、
可
避
達
、
婁
宵
な
る
官
の
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

傍
薩
に
閲
し
て
は
、

『
惰
垂
直
』
巻
八
一
、
高
麗
俸
に
、

官
に
太
大
兄
有
り
、
次
は
大
兄
:
・
(
中
略
〉
・
凡
そ
十
二
等
。
復
た
内
評
外
評
五
部
将
櫨
有
り
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
軍
事
的
な
面
か
ら
論
じ
て
い
る
の
が
山
尾
幸
久
氏
で
あ
る
。
山
尾
氏
は
こ
の
「
内
評
外
評
五
部
祷
薩
有
り
」

と
い
う
記
述
を

「内
評
に
も
外
評
に
も
五
部
の
祷
薩
が
い
た
」
と
解
樺
し
、
高
句
麗
に
は
王
都
に
五
つ
の
軍
事
集
圏
、
都
外
に
五
巨
分
さ
れ
て

設
け
ら
れ
た
五
つ
の
軍
事
管
匡
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
国
の
長
と
し
て
傍
薩
が
置
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
「
評
」
と
は
城
口
巴
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，向い
、

を
意
味
す
る
朝
鮮
古
語
℃
己
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
句
麗
の
五
部
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
王
都
外
に
五
つ
の
軍
管
匡
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
断
定
し
か
ね
る
が
、
高
句
麗
の
各
城
が
そ
れ
ぞ
れ
軍
国
を
持
ち
、
大
城
を
中
心
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
た
と
い
う
貼
に
は
賛
成

し
た
い
。
以
下
山
尾
氏
の
設
に
従
い
つ
つ
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
各
城
が
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
国
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
唐
1

高
句
麗
戦
役
の
記
録
を
見
れ
ば
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
奮

唐
書
』
で
は
、

。
圏
内
及
び
新
城
の
歩
騎
四
高
、
遼
東
に
来
援
す
(
巻
一
九
九
上
、
高
麗
惇
〉
。

。
我
が
軍
の
遼
を
渡
る
や
、
莫
離
支
、
加
戸
城
の
七
百
人
を
遣
わ
し
て
蓋
牟
城
を
成
ら
し
む
(
同
右
)
。

。
泊
拘
城
主
所
夫
孫
、
歩
騎
高
徐
人
を
率
い
て
拒
載
す
(
各
六
九
、
藤
高
徹
惇
)
。

。
高
麗
、
勝
官同
文
を
遣
わ
し
、

烏
骨
、
安
地
諸
城
の
兵
三
高
齢
跡
人
を
率
い
て
来
援
せ
し
め
・
・
(
同
右
)
。
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と
あ
る
。
ま
た
、
泉
蓋
蘇
文
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
賓
穫
を
握
っ
た
際
、
安
市
城
主
が
そ
の
命
に
服
さ
な
か
っ
た
た
め
こ
れ
を
攻
め
た
が
、

、q
d，

h
u
い

下
す
こ
と
が
で
き
ず
、
遂
に
不
問
に
付
し
た
と
い
う
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
濁
自
の
軍
事
力
を
背
景
に
し
な
け
れ
ば
で
き

し
か
も
中
央
の
動
向
に
左
右
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、
城
主
の
持
つ
軍
国
は
中
央
涯
遣
の
も
の
で
は
な
く
在
地
に

形
成
さ
れ
た
軍
圏
を
基
礎
に
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
史
料
に
し
ば
し
ば
城
主
と
い
う
表
現
で
登
場
す
る
の
が
す
な
わ
ち
傍
薩
、

鹿
間
近
支
、
可
運
達
で
あ
り
、
城
が
持
つ
軍
国
の
司
令
長
官
で
あ
っ
た
。
傍
薩
の

「
傍
」
は
高
句
麗
語
ト
ク
(
件
。
ご
を
寓
す
借
字
で
あ
り
、

帥

本
来
軍
人
、
軍
圏
、
軍
替
を
意
味
し
た
と
い
う
。
や
は
り
唐
1

高
句
麗
戦
役
の
際
の
記
録
に
、

な
い
こ
と
で
あ
る
。

車
駕
進
み
て
安
市
城
の
北
に
放
し
、
債
を
列
べ
て
兵
を
進
め
、
以
て
こ
れ
を
攻
む
。

高
麗
北
部
侭
壁
局
延
詩
、
南
部
鍔
壁
局
悪
質
、
高
麗
、
株
掲
の
衆
十
五

高
を
率
い
て
安
市
城
に
来
援
品
川
。

199 

と
あ
る
。
高
句
麗
人
、
軟
調
人
一
五
蔦
人
か
ら
成
る
軍
国
の
長
が
北
部
停
薩
高
延
毒
、
南
部
縛
薩
高
恵
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
傍

薩
は
別
の
記
録
で
は
軍
主
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
右
こ
と
か
ら
も
そ
の
軍
園
長
と
し
て
の
性
格
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
後
に
唐
に
投
降
し
た
彼
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等
は
太
宗
に
献
策
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

烏
骨
…
明
日
締
薩
は
老
議
に
し
て
堅
守
す
る
能
わ
ず
。
兵
を
移
し
て
こ
れ
に
臨
ま
ば
朝
に
至
り
て
タ
に
克
た
ん
。
其
の
徐
の
嘗
道
の
小
城
、
必
ず
風
を
望
み
て
奔

潰
せ
ん
。

こ
の
言
葉
か
ら
、
烏
骨
域
の
停
薩
が
周
遊
の
小
城
を
統
轄
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鹿
間
近
支
の
別
名
で
あ
る
道
使
は
百
湾
、
新
羅
に
閲
す
る
史
料
に
も
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
地
方
の
大
城
邑
ま
た
は
小
城
邑
に
中
央

か
ら
波
遣
さ
れ
た
軍
民
両
政
長
官
で
あ
り
、
高
句
麗
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

可
避

(
E
C
は
大
、
達
公
印
]
〉
は
軍
を
意
味
す
る
か
ら
、

ば
、
こ
れ
は
長
史
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
長
史
は
都
督
府
、
州
の
属
僚
の
長
で
あ
る
か
ら
、
『
奮
唐
書
』
に
い
う
「
各
々
僚
佐
有
り
て
曹
事
を

分
掌
す
」
の
僚
佐
に
針
躍
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
小
城
の
城
主
で
あ
る
と
同
時
に
大
城
の
城
主
の
統
轄
の
下
で
長
史
的
役
割
を
果

こ
れ
も
軍
事
的
性
格
の
濃
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た

『
高
麗
記
』

に
よ
れ

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
尾
氏
は
こ
れ
を
在
地
の
首
長
層
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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婁
山
円
は
鯨
令
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
刺
史
に
比
定
さ
れ
る
庭
問
、
近
支
の
置
か
れ
た
諸
城
よ
り
小
規
模
の
城
に
置
か
れ
た
民
政
長
官
で
あ

ろ
う
と
想
像
で
き
る
が
、
具
睦
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
か
、
可
避
達
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
高
句
麗
の
領
域
は
域
を
単
位
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
傍
薩
、
慮
間
近
支
、
可
避
達
を
長
と

す
る
軍
国
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
統
属
関
係
は
、
諸
城
が
周
遊
の
諸
小
城
を
統
轄
し
、
そ
の
う
ち
の
大
城
が
自
ら
も
諸
小
城
を
率
い
な
が

ら
さ
ら
に
周
迭
の
諸
城
を
統
轄
す
る
と
い
う
園
式
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
軍
国
は
中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
在
地
の
兵
力
を

基
盤
に
し
て
い
た
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
肢
況
に
あ
っ
た
株
鞠
、

高
句
麗
が
溺
海
の
成
立
と
と
も
に
そ
の
勢
力
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
遁
程
を
見
て
い
き

同-、。

手
れ

B
V



溺
海
の
成
立
と
勢
力
範
園
の
披
大

期
海
の
成
立
過
程
は
『
奮
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
湖
海
綜
鞠
俸
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

溺
海
綜
絹
大
群
祭
は
も
と
高
麗
の
別
種
な
り
、
吉
岡
麗
既
に
滅
び
、
前
川
策
、
家
腐
を
率
い
て
管
州
に
徒
居
す
。
世
間
歳
遁
天
の
年
、
契
丹
の
李
登
忠
反
叛
す
。
円
粁

策
、
綜
絹
の
乞
四
比
沼
と
各
々
亡
命
を
領
し
て
東
奔
し
、
阻
を
保
ち
て
以
て
自
国
す
。
重
忠
既
に
死
し
、
則
天
、
右
玉
鈴
衡
大
帥
府
軍
李
椅
固
に
命
じ
、
兵
を

率
い
て
其
の
徐
黛
を
討
た
し
む
。
先
に
乞
四
比
弱
を
破
斬
し
、
叉
、
天
門
嶺
を
度
り
て
以
て
酢
祭
に
迫
る
。
鮮
策
、
高
麗
、
株
暢
の
衆
を
合
し
、
以
て
構
図

を
拒
ぐ
。
王
師
大
敗
し
、
指
図
、
身
を
脱
し
て
還
る
。
た
ま
た
ま
契
丹
及
び
案
、
牽
く
突
販
に
降
り
、
道
路
阻
紹
し
て
則
天
討
つ
能
わ
ず
。
一
昨
策
遂
に
其
の

衆
を
率
い
て
東
し
、
桂
宴
の
故
地
を
保
つ
。
東
牟
山
に
援
り
、
城
を
築
き
て
以
て
こ
れ
に
居
る
。
酢
策
、
競
勇
に
し
て
普
く
兵
を
用
い
、
綜
鈎
の
衆
及
び
高

麗
の
徐
焼
精
精
こ
れ
に
錫
す
。

地
に
五
京
、
十
五
府
、
六
十
二
州
有
り
。
粛
恨
の
故
地
を
以
て
上
京
と
震
し
、
龍
泉
府
と
白
う
。
龍
、
湖
、
溺
三
州
を
領
す
。
其
の
南
を
中
京
と
信
用
し
、
穎

徳
府
と
日
ぅ
。
慮
、
頼
、
銭
、
湯
、
策
、
輿
六
州
を
領
す
。
務
狛
の
故
地
を
東
京
と
信
用
し
、
龍
原
府
と
日
ぅ
。
亦
た
柵
城
府
と
日
ぅ
。
慶
、
臨
、
穆
、
賀
四

州
を
領
す
。
沃
祖
の
故
地
を
南
京
と
潟
し
、
南
海
府
と
日
ぅ
。
沃
、
晴
、
叡
三
州
を
領
す
。
高
麗
の
故
地
を
西
京
と
篤
し
、
鴨
様
府
と
日
ぅ
。
紳
、
桓
、

盤
、
正
四
州
を
領
す
。
長
嶺
府
と
日
ぅ
。
寝
、
河
二
州
を
領
す
。
扶
徐
の
故
地
を
扶
除
府
と
翁
し
、
常
に
効
丘
ハを
屯
し
契
丹
を
拝
ぐ
。
扶
、
仙
二
州
を
領

す
。
鄭
額
府
は
鄭
、
高
二
州
を
領
す
。
抱
婁
の
故
地
を
定
理
府
と
信
用
す
。
定
、
潜
二
州
を
領
す
。
安
逸
府
は
安
、
現
二
州
を
領
す
。
率
賓
の
故
地
を
率
賓
府
と

篤
す
。
輩
、
盆
、

建
三
州
を
領
す
。
梯
湿
の
故
地
を
東
卒
府
と
篤
す
。
伊
、
蒙
、
治
、
黒
、
比
五
州
を
領
す
。
鍛
利
の
故
地
を
鍛
利
府
と
潟
す
。
康
、
沿
、

蒲
、
海
、
義
、
鋳
六
州
を
領
す
。
越
喜
の
故
地
を
懐
遠
府
と
魚
す
。
達
、
越
、
懐
、
紀
、
富
、
美
、
一
縮
、
邪
、
芝
九
州
を
領
す
。
安
遼
府
は
寧
、
廊
、

世柄
、

常
四
州
を
領
す
。
叉
、
部
、
銅
、
深
三
州
を
濁
奏
州
と
篤
す
。
凍
州
は
其
の
深
沫
江
に
近
き
を
以
て
な
り
。
蓋
し
謂
う
所
の
粟
末
水
な
り
。
龍
原
の
東
南
は

- 9一

そ
し
て
『
新
唐
書
』
崩
海
俸
に
は
溺
海
の
領
域
内
の
こ
と
を
記
し
て
、

海
に
瀕
し
、
日
本
道
な
り
。
南
海
は
新
羅
道
な
り
。
鴨
濠
は
朝
貢
道
な
り
。
長
嶺
は
管
州
道
な
り
。
扶
徐
は
契
丹
道
な
り
。
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と
あ
る
。

こ
の
記
事
は
『
新
唐
書
』
に
し
か
見
え
な
い
。

後
に
編
ま
れ
た
『
新
唐
書
』
に
『
奮
唐
書
」
に
は
見
ら
れ
な
い
記
事
が
存
在
す
る
の
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帥

帥

は
、
金
硫
献
氏
や
和
田
清
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
張
建
章
の
『
湖
海
園
記
』
を
利
用
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
名
は
『
新
唐
書
』
華
文
志

に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
『
蓄
唐
書
』
経
籍
志
に
は
見
嘗
ら
な
い
。
恐
ら
く
『
奮
唐
書
』
編
纂
時
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
宋
代

『新
唐
書
』
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
宋
史
』
巻
二
四
九
、
王
薄
俸
に
そ
の
子
胎
孫
の
こ
と
を
記
し
て
、

に
入
っ
て
見
出
さ
れ
、

淳
、
好
ん
で
蓄
を
緊
め
、
高
徐
巻
に
至
る
。

胎
孫
、
遍
く
こ
れ
を
覚
、
叉
多
く
法
書
名
登
を
磁
す
。
太
租
嘗
て
越
地自に
、
奔
雄
に
は
何
を
以
て
男
子
は
脆
き

婦
人
は
し
か
ら
ざ
る
や
を
問
う
。
普
、
雄
官
に
問
う
も
封
う
る
能
わ
ず
。
胎
孫
日
く
、
古
詩
に
一云う、

長
脆
し
て
故
夫
を
問
う
と
。
是
れ
婦
人
も
亦
た
脆
く

な
り
。
底
太
后
朝
に
始
め
て
婦
人
奔
し
て
脆
か
ず
と
。
普
、
出
ず
る
所
を
問
う
に
封
え
て
云
え
ら
く
、
太
和
中
、
幽
州
従
事
張
建
章
、
溺
海
図
-
記
を
若
し、

備
さ
に
其
の
事
を
言
う
と
。
並
回
大
い
に
こ
れ
を
賞
す
。

と
あ
り
、

『
北
夢
潰
言
』
各

一
一一一に、

張
建
章
、
幽
州
行
軍
司
馬
と
な
り
、
後
、
郡
守
を
歴
す
。
・
(
中
略
)
・
・
曾
て
府
の
戎
命
を
資
し
て
溺
海
に
往
く
。

闘
記
』
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

従
っ
て
こ
の
記
事
は
太
和
年
閉
す
な
わ
ち
九
世
紀
前
牢
の
溺
海
の
朕
況
を
記
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
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と
あ
る
か
ら
、
太
和
年
間
(
八
二
六
J
八
三
五
〉
幽
州
従
事
で
あ
っ
た
張
建
章
が
漁
海
に
使
し
た
時
の
見
聞
を
も
と
に
し
て
著
し
た
の
が
『
溺
海

る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
五
京
、
十
五
府
、
六
十
二
州
の
位
置
に
つ
い
て
は
戦
前
か
ら
研
究
が
準
め
ら
れ
、
な
お
意
見
の

一
致
を
見
な
い
貼
も
少

な
く
な
い
が
、
概
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
働
海
の
領
域
は
、
北
は
松
花
江
流
域
か
ら
沿
海
州
南
部
、
東
は
日
本
海
に
至
り
、
西
川
伊
吉

林
省
農
安
附
近
か
ら
輝
設
河
流
域
、
さ
ら
に
鴨
深
江
流
域
か
ら
南
は
大
同
江
と
朝
鮮
威
鏡
南
道
徳
源
を
結
ぶ
線
附
近
で
新
羅
と
接
し
て
い
る
。

さ
て
、
九
世
紀
前
牢
に
は
こ
の
よ
う
な
領
域
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
溺
海
の
成
立
は
六
九
八
年
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

『
奮
唐
智
一
日
』
の
記
事
で
わ
か
る
よ
う
に
、
溺
海
建
園
の
中
核
を
成
し
た
の
は
亡
命
或
い
は
唐
の
徒
民
政
策
に
よ
り
管
州
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
高

冒
頭
に
奉
げ
た

句
麗
人
、
株
鞠
人
の
聯
合
勢
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
綜
縄
人
と
は
『
惰
書
』
に
い
う
株
掲
七
部
の
う
ち
の
何
部
に
首
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に

も
燭
れ
た
よ
う
に
『
新
唐
書
』
溺
海
俸
に

「
渦
海
、
も
と
粟
末
株
鴇
に
し
て
高
麗
に
附
す
者
、
姓
は
大
氏
」
と
あ
り
、
記
事
の
首
否
は
と
も
か

く
粟
末
部
の
一
部
が
高
句
麗
と
行
動
を
共
に
し
、
激
海
の
建
園
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

ま
た
、

『
蓄
唐
書
』
綜
鞠
停



に
「
其
れ
白
山
部
は
素
よ
り
高
麗
に
附
す
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
白
山
部
も
唐
代
に
入
っ
て
高
句
麗
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
唐

帥

と
高
句
麗
の
戦
役
に
際
し
て
し
ば
し
ば
多
数
の
綜
鞠
人
が
高
句
麗
軍
中
に
存
在
し
た
こ
と
が
惇
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
粟
末
部
及
び
白

山
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
白
山
部
も
や
は
り
溺
海
建
固
に
一
役
買
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
激
海
建
園
時
の

根
擦
地
は
現
在
の
吉
林
省
敦
化
附
近
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
敦
化
地
方
が
も
と
白
山
部
の
住
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
制
。

か
く
し
て
、
高
句
麗
這
民
に
粟
末
、
白
山
鯨
輔
の
協
力
を
得
て
敦
化
地
方
に
建
国
し
た
溺
海
は
、
そ
こ
を
接
貼
に
し
て
牡
丹
江
中
流
域
す
な

東
京
地
方
に
勢
力
を
績
げ
、

わ
ち
上
京
地
方
、
及
び
東
の
圃
何
江
流
域
す
な
わ
ち
中
京
、

こ
れ
が
溺
海
の
中
心
基
盤
を
成
し
た
。

は
、
湖
海
全
代
を
通
じ
て
王
都
と
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
の
は
上
京
、
中
京
、
東
京
の
三
京
で
あ
り
、
寅
際
に
大
規
模
な
都
城
祉
、
古
墓
群
が
こ

帥

の
地
方
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の

こ
の
う
ち
固
刑
江
流
域
地
方
は
古
く
か
ら
高
句
麗
の
勢
力
範
園
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
特
に
東
京
龍
原
府
は
別
名
を
柵
城
と
い
っ
た
。
こ

致
、
其
の
居
る
所
卒
趨
城
に
至
り
、
其
の
方
事
を
訪
ぬ
。
云
え
ら
く
、
遼
東
の
南
一
千
徐
皇
、
東
は
柵
城
に
至
り
、
南
は
小
海
に
至
り
、
北
は
奮
夫
幹
陣
に
至
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の
柵
城
は
『
説
室
百
』
巻
一

O
O、
高
句
麗
俸
に
、
北
貌
太
武
帝
の
命
に
よ
っ
て
高
句
麗
の
長
蕎
王
に
使
し
た
李
敷
の
報
告
を
記
し
て
、

る。

と
あ
る
よ
う
に
、
五
世
紀
後
牢
に
お
い
て
既
に
高
句
麗
の
領
域
内
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
域
は
唐
|
高
句
麗
戦
役
の
舞
蓋
に
な
る
こ
と
も

ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
被
害
も
最
少
限
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
在
地
勢
力
は
温
存
さ
れ
、
崩
海
建
固
に
際
し
て
有
力
な
協
力
者

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

建
国
後
、
初
代
大
酔
築
の
時
代
に
「
株
掴
輔
の
衆
及
び
高
麗
の
除
燈
梢
梢
こ
れ
に
鯖
す
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
代
大
武
塞
の
時
代
に
は
『
新

唐
書
』
溺
海
俸
に
「
子
武
喜
立
つ
。
土
字
を
斥
大
し
、
東
北
諸
夷
こ
れ
に
臣
と
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
次
第
に
周
遣
の
高
句
麗
遺
民
、
株
鞠

諸
部
が
こ
れ
に
開
眼
す
る
よ
う
に
な
る
。
株
輯
に
関
し
て
は
『
奮
唐
書
』
株
輯
停
に
、
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泊
刷
、
安
車
問
{
円
、
崎
町
室
等
の
部
、
亦
た
高
麗
破
る
る
に
因
り
、
後
奔
散
し
て
微
弱
と
な
り
、
後
に
こ
れ
を
開
く
無
し
。
縦
い
遺
人
有
る
と
も
並
び
に
溺
海
の
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編
戸
と
震
る
。

と
あ
り
、
伯
唱
、
安
車
骨
、
披
室
諸
部
の
奮
地
は
早
い
時
期
に
溺
海
の
勢
力
下
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

蓄
高
句
麗
領
に
闘
し
て
は
、
大
武
喜
の
時
に
唐
が
黒
水
抹
輯
に
黒
水
府
を
置
い
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
一
時
唐
と
の
緊
張
が
高
ま
り
、
武
喜

は
張
文
休
に
命
じ
て
海
路
か
ら
唐
の
登
州
を
攻
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
溺
海
が
既
に
鴨
没
江
流
域
を
そ

の
勢
力
範
囲
下
に
牧
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
唐
は
こ
れ
に
劉
躍
し
て
、
新
羅
に
命
じ
て
激
海
の
南
境
を
攻
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
も
溺
海
が
新
羅
領
と
接
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

こ
う
し
て
、
最
初
に
述
べ
た
溺
海
の
領
域
の
大
部
分
が
大
酔
築
、
大
武
襲
の
代
に
定
っ
た
。
た
だ
東
北
方
面
は
、

見
る
と
こ
の
時
期
に
は
黒
水
・
梯
浬
及
び
新
た
に
登
場
し
た
織
利
、
越
喜
の
抹
輯
諸
部
が
唐
に
朝
貢
を
行
な
っ
て
お
り
、
な
お
自
立
を
保
っ
て

い
た
。
し
か
し
黒
水
を
除
く
他
の
三
部
は
開
元
年
聞
の
末

l
l激
海
で
は
第
三
代
大
欽
茂
の
時
ー
ー
を
以
て
朝
貢
が
絶
え
て
い
る
の
で
、
こ
の

『
加
府
元
亀
』
外
臣
部
を

滅
亡
前
に
は
再
開
し
て
お
り
、

ま
た
溺
海
の
一
五
府
中
に
「
黒
水
の
故
地
」
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
が
見
嘗
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
終
始
自
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時
期
に
激
海
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
水
部
の
み
は
天
賓
年
閉
ま
で
朝
貢
を
績
け
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
中
断
す
る
が
、
働
海
の

立
を
保
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
樹
海
の
領
域
拡
張
の
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
『
新
唐
書
』
に
記
さ
れ
た
五
京

一
五
府
の
記
載
の
順
序
に
反
映
し
て
い
る
。
順
を

追
っ
て
見
て
い
く
と
、
初
め
の
三
府
、
上
京
龍
泉
府
、
中
京
額
徳
府
、
東
京
龍
原
府
が
溺
海
の
中
核
を
成
す
地
域
で
あ
り
、
も
と
の
白
山
部
及

び
高
句
麗
領
の

一
部
を
含
む
。
次
に
南
京
南
海
府
か
ら
扶
徐
府
ま
で
は
も
と
の
高
句
麗
領
の
大
部
分
及
び
粟
末
部
を
含
み
、
次
の
鄭
韻
府
か
ら

一年
賓
府
ま
で
が
も
と
の
伯
拙
、
安
車
骨
、
競
室
諸
部
を
含
む
。
こ
れ
ら
が
大
枠
策
、
大
武
謹
の
代
に
蹄
属
し
た
株
輔
及
び
高
句
麗
遁
民
の
地
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
東
卒
府
か
ら
安
遠
府
ま
で
は
も
と
の
梯
浬
、
鍛
利
、
越
喜
諸
部
を
含
み
、
大
欽
茂
の
代
に
な
っ
て
溺
海
領
と
な

っ
た
地
域
で
あ
れ
。

た
だ
、
東
卒
府
以
下
と
そ
れ
以
上
の
府
で
は
若
干
様
相
が
異
な
る
。
溺
海
の
一
五
府
は
そ
れ
ぞ
れ
「
某
々
の
故
地
」
に
置
か
れ
た
と
い
う
表



現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
率
賓
府
ま
で
の
そ
れ
を
順
に
奉
げ
て
い
く
と
、
上
京
龍
泉
府
と
中
京
顧
徳
府
が
「
粛
恨
の
故
地
」
、
東
京
龍
原
府
が
「
積

狛
の
故
地
」
、
南
京
南
海
府
が
「
沃
温
の
故
地
」
、
西
京
鴨
糠
府
と
長
嶺
府
が
「
高
麗
の
故
地
」
、
扶
絵
府
と
鄭
韻
府
が
「
扶
絵
の
故
地
」
、
定
理

府
と
安
漫
府
が
「
把
婁
の
故
地
」
、

率
賓
府
が
「
率
賓
の
故
地
」
で
あ
る
。

沃
温
と
織
拍
の
位
置
闘
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
な
ど
現
在
の
知
識

か
ら
見
れ
ば
お
か
し
い
黙
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
く
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
和
田
清
氏
の
説
く
よ
う

に
、
溺
海
は
こ
の
「
某
々
の
故
地
」
と
い
う
表
現
で
そ
の
領
域
内
を
区
分
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
も
と
の
高
句
麗
の

領
域
か
ら
考
え
れ
ば
全
て
「
高
麗
の
故
地
」
と
記
さ
れ
る
べ
き
東
京
龍
原
府
、
南
京
南
海
府
、
西
京
鴨
緑
府
、
長
嶺
府
、
扶
絵
府
の
う
ち
、
貫

際
に
「
高
麗
の
故
地
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
西
京
鴨
濠
府
と
長
嶺
府
の
み
で
あ
り
、
他
は
沃
温
な
ど
過
去
高
句
麗
領
に
入
る
以
前
に
知
ら

れ
て
い
た
民
族
名
を
わ
ざ
わ
ざ
使
用
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。
綜
鞠
の
住
地
に
お
い
て
も
「
粟
末
の
故
地
」
、

か
わ
り
に
や
は
り
扶
除
、
邑
婁
と
い
っ
た
古
民
族
名
|
|
た
だ
率
賓
だ
け
は
こ
こ
に
初
め
て
登
場
す
る
名
稽
な
の
で
何
と
も
言

「
白
山
の
故
地
」

の
よ
う
な
表
現

は
使
わ
れ
ず
、
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え
な
い
が
ー
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
車
骨
部
の
中
心
地
域
に
は
鄭
韻
府
が
置
か
れ
て
い
る
が
伯
拙
部
の
中
心
地
域
に
置
か
れ
た
府

帥

は
見
首
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
も
と
の
綜
鞠
諸
部
の
住
地
と
溺
海
の
府
の
位
置
が
必
ず
し
も
割
腹
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
東

卒
府
が
「
梯
浬
の
故
地
」
、
戴
利
府
が
「
鯨
利
の
故
地
」
、
懐
遠
府
と
安
遠
府
が
「
越
喜
の
故
地
」
と
さ
れ
て
、
嘗
時
存
在
し
て
い
た
梯
浬
、
鍛

利
、
越
喜
諸
部
の
名
が
そ
の
ま
ま
故
地
名
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
住
地
と
府
の
設
置
が
針
躍
し
て
い
る
の
と
掛
照
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
、
例
え
ば
伯
附
、
安
車
骨
、
競
室
部
が
「
高
麗
破
る
る
に
因
り
、
後
奔
散
し
て
徴
弱
と
な
り
、
後
に
こ
れ
を
聞
く
無
し
」
と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
高
句
麗
滅
亡
を
契
機
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
勢
力
の
消
長
、
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
句
麗
の
滅
亡

に
よ
っ
て
高
句
麗
及
び
綜
鞠
七
部
と
い
う
従
来
の
秩
序
は
黒
水
、
梯
浬
南
部
を
除
い
て
解
鎧
さ
れ
、
戴
利
、
越
喜
の
よ
う
な
新
た
な
綜
鞠
集
圏

も
生
み
出
し
た
。
そ
し
て
溺
海
成
立
後
比
較
的
早
い
時
期
に
黒
水
、
梯
浬
、
競
利
、
越
喜
の
地
を
除
く
他
の
地
域
は
「
某
々
の
故
地
」
と
表
現

さ
れ
る
地
域
匡
分
に
再
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
再
編
成
さ
れ
た
地
域
匡
分
に
は
最
早
「
粟
末
の
故
地
」
な
ど
の
よ
う
な
言
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い
方
は
で
き
な
い
の
で
、
代
り
に
史
上
有
名
な
古
民
族
名
を
冠
し
た
の
だ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
溺
海
に
よ
る
再
編
成
は
何
を
基
準
に
し
て
行
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
溺
海
の
地
方
行
政

機
構
の
内
寅
を
具
穫
的
に
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

溺
海
の
地
方
行
政
機
構

前
章
に
引
い
た
『
新
唐
書
』
溺
海
俸
の
記
事
か
ら
九
世
紀
前
半
の
溺
海
の
地
方
行
政
機
構
と
し
て
府
、
州
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
設

置
時
期
は
、
府
に
闘
し
て
は
『
績
日
本
紀
』
巻
三
四
、

光
仁
天
皇
賓
亀
八
年
(
七
七
七
)
正
月
葵
酉
僚
に
、
激
海
の
遺
日
使
が
「
南
海
府
吐
競

浦
」
か
ら
出
航
し
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
州
は
、
同
じ
く
『
績
日
本
紀
』
に
、
潮
海
遺
日
大
使
の
肩
書
と
し
て
、
巻
二
て
淳
仁
天
皇
天
卒

賓
字
二
年
(
七
五
八
〉
九
月
丁
亥
僚
に
は
「
木
底
州
刺
史
」
が
、
巻
二
二
、
同
天
卒
賓
字
三
年
(
七
五
九
〉
十
月
辛
亥
僚
に
は
「
玄
蒐
州
刺
史
」

が
見
え
る
。
い
ず
れ
も
第
三
代
大
欽
茂
の
時
代
(
七
三
八
J
七
九
三
〉
，
の
こ
と
で
あ
る
。
溺
海
の
領
域
の
大
部
分
が
大
欽
茂
の
時
代
に
定
っ
た
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
府
、
州
の
瞳
制
が
備
わ
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
た
だ
木
底
州
、
玄
莞
州
は
『
新
唐
書
』
崩
海
停
の

州
名
に
は
見
嘗
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
時
期
か
ら
九
世
紀
前
半
ま
で
な
お
或
る
程
度
の
嬰
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

、
引
川

M
，

h
u
v
 

ま
た
『
遼
史
』
地
理
志
を
見
る
と
し
ば
し
ば
溺
海
時
代
の
豚
名
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
績
日
本
後
紀
』
巻
一
九
、
仁
明
天
皇
嘉
鮮
二
年

一-14一一

(
八
四
九
)
一
一
一
月
戊
辰
僚
に
、

櫛
海
遺
日
大
使
王
文
矩
の
肩
書
が

「永
寧
腕
丞
」
と
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
九
世
紀
牢
ば
に

は
溺
海
に
鯨
が
置
か
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
ど
こ
ま
で
設
置
時
期
が
遡
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

次
に
、
こ
の
府
、
州
、
臨
の
長
官
を
ど
う
呼
ん
で
い
た
か
を
見
る
と
、
府
は
『
五
代
曾
要
』
巻
三

O
、
溺
海
僚
に

「入
朝
使
南
海
府
都
督
列

A
H-
，
 

h
M
V
 

周
道
」
な
る
人
物
が
見
え
、
都
督
が
長
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
州
は
前
述
の
遣
日
大
使
の
肩
書
の
如
く
刺
史
が
長
官
で
あ
っ
た
。
豚
に

闘
し
て
は
同
じ
く
遁
日
大
使
に
鯨
丞
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
鯨
丞
は
中
闘
に
お
い
て
は
鯨
の
次
官
で
あ
り
、
溺
海
が
中
園
の
官
名
を
ほ
ぼ
踏

襲
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
鯨
の
長
官
は
豚
令
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
激
海
の
地
方
行
政
機
構
は
最
終
的
に
は
府
、
州

豚
か
ら
成
り
、

そ
の
長
官
は
都
督
、

刺
史
、

豚
令
で
あ
っ
た
。



府
、
州
は
第
三
代
大
欽
茂
の
時
代
に
設
置
さ
れ
た
が
、
鯨
が
同
時
に
置
か
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

し
か
し
九
世
紀
牢
ば
に
は
牒
の

存
在
が
確
認
で
き
る
。

府
、
州
、
鯨
と
い
い
、
都
督
、
刺
史
、
懸
令
と
い
い
、

い
ず
れ
も
中
園
の
地
方
行
政
機
構
に
そ
の
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
軍
純
に
そ
れ
ら
が
中
閣
の
も
の
と
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

『
類
褒
園
史
』
巻
一

九
三
、
殊
俗
、
激
海
僚
に
衣
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

溺
海
園
は
官
同
麗
の
故
地
な
り
。
:
〈
中
略
〉
・
・
其
の
圏
、
延
菱
二
千
里
。
州
賂
館
勝
無
く
、
庭
々
に
村
里
有
り
。
皆
綜
鴎
部
落
な
り
。
其
の
百
姓
は
株
縞
多

く
土
人
少
な
し
。
皆
土
人
を
以
て
村
長
と
篤
す
。
大
村
は
都
督
と
日
い
、
次
は
刺
史
と
日
い
、
其
下
百
姓
日
首
領
。

な
お
、
最
後
の
部
分
を
書
き
下
し
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
讃
み
方
、
解
穫
に
諸
説
が
有
り
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
た
め
で

あ
る
。
石
井
正
敏
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記
事
は
も
と
は
『
日
本
後
紀
』
編
者
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た
、
湖
海
初
出
の
僚
に
お
け
る
そ
の
沿
革
説
明

4
4
w，
 

ふ
円
V

で
あ
る
と
い
う
。

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
既
に
府
、

州
の
存
在
が
確
認
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
州
鯨
館
騨
無
し
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の

- 15ー

『
日
本
後
紀
』
の
編
纂
は
九
世
紀
前
牢
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
朕
態
を
記
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

は
、
こ
と
さ
ら
に
蕃
園
と
し
て
毘
め
た
も
の
と
い
う
解
韓
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
考
え
る
必
要
は
な
い
。

で
言
う
州
、
牒
に
嘗
る
も
の
が
無
い
と
い
う
意
味
に
解
緯
で
き
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
中
園

「綜
輯
部
落
」、

「村」

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
は
株
鞠
族
の
自

然
集
落
を
指
し
、
そ
の
長
が
都
督
、
刺
史
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
溺
海
は
軟
弱
族
の
自
然
集
落
に
そ
の
ま
ま
府
、
州
の
名
を
冠
し
た
に
過
ぎ
な

ぃ
。
こ
こ
に
は
中
園
に
お
け
る
よ
う
な
或
る
一
定
の
管
轄
区
域
を
持
っ
た
府
、
州
の
存
在
は
見
ら
れ
ず
、
個
々
の
綜
輔
部
落
そ
の
も
の
が
府
で

あ
り
、
州
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
は
鯨
令
に
閲
す
る
言
及
が
無
く
、
そ
の
代
り
に
首
領
な
る
呼
稿
が
見
え
る
。
こ
の
最
後
の
部
分
の
讃
み
方
を
含
め
「
大
村

似
都
督
と
日
札
、
」
以
下
の
解
韓
は
な
お
意
見
が
分
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
有
力
な
も
の
と
し
て
次
の
二
読
が
考
え
ら
れ
る
。

ム
H
V

ふ
N
V

氏
、
金
鍾
園
氏
の
解
穫
で
、
こ
の
部
分
を
大
村
(
長
官
都
督
〉
|
次
村
(
長
官
刺
史
〉
|
其
下
(
長
官
首
領
)

一
つ
は
李
龍
範
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の
三
級
か
ら
成
る
地
方
行
政
組
織
を
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説
明
し
た
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
最
後
の
部
分
の
解
棒
、
が
南
氏
で
は
異
な
り
、
李
氏
は
其
の
下
の
百
姓
の
長
を
首
領
と
呼
ん
だ
と
解

同

制

し
、
金
氏
は
其
の
下
の
長
を
百
姓
が
首
領
と
呼
ん
だ
と
解
し
て
い
る
。
今
一
つ
は
朴
時
亨
氏
、
鈴
木
靖
民
氏
の
解
穫
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
の
は
大
村
|
失
村
の
二
級
で
あ
り
、

「
其
下
百
姓
臼
首
領
」
と
は
そ
れ
ら
の
治
下
に
あ
る
百
姓
が
都
督
、
刺
史
を
穂
稽
し
て
首
領
と
呼
ん
だ

と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
鈴
木
氏
は
、
こ
の
記
事
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
他
の
溺
海
遣
日
使
関
係
の
史
料
か

ら
都
督
、
刺
史
の
下
位
の
地
方
長
官
と
し
て
首
領
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
こ
の
黙
で
は
李
氏
、
金
氏
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
。

宮
内
鹿
書
陵
部
所
臓
の
壬
生
家
文
書
『
古
往
来
消
息
雑
々
』

帥

(
八
四
一
)
閏
九
月
二
五
日
の
溺
海
中
蓋
省
か
ら
日
本
の
太
政
官
に
宛
て
た
牒
の
寓
し
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
首
領
が
官
名
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、

溺
海
園
威
和
一
一
年

そ
の
文
書
中
に
遣
日
使
節
の
人

員
を
列
記
し
て

一
人
嗣
使

王
賓
琢
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一
人
使
頭

政
堂
省
左
允
賀
一
順
延

二
人
剣
官

高
文
喧

鳥
孝
恨

'
云
一
人
銀
事

高
文
宣

高
卒
信

安
覚
喜

二
人
謬
語

季
態
蒋

高
腹
償

一
人
史
生

王
線
昇

李
朝
清

一
人
天
文
生

耳
日
問
弁
逮

六
十
五
人
大
首
領

廿
八
人
梢
工

と
あ
る
。
中
園
の
正
史
の
四
夷
博
や
『
加
府
元
亀
』
外
臣
部
に
は
し
ば
し
ば
首
領
な
る
呼
稿
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
異
民
族
の
長
に
劃
し
て

中
園
側
が
附
し
た
一
般
的
な
名
稀
で
あ
り
、
こ
れ
は
溺
海
或
い
は
株
鞠
に
限
ら
な
い
。
そ
れ
に
劃
し
こ
の
文
書
に
見
え
る
首
領
は
、
日
本
に
使



節
を
迭
る
に
際
し
て
臨
時
に
附
さ
れ
た
名
稀
か
も
知
れ
な
い
に
せ
よ
、
他
か
ら
興
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
激
海
が
自
稿
し
た
官
名
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
崩
海
遣
日
使
中
に
お
い
て
首
領
の
位
階
は
大
使
に
比
べ
は
る
か
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

大
使
の
帯
び
た
官
に
刺
史
、
鯨
丞
が
見
え
る
。
つ
ま
り
首
領
は
都
督
、
刺
史
、
豚
令
よ
り
下
位
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
類
緊
園
史
』
の
記
事
か
ら
、
そ
の
讃
み
方
に
は
な
お
問
題
を
残
す
に
せ
よ
、
溺
海
の
地
方
官
に
首
領
な
る
呼
稽
が
存
在
し

た
こ
と
は
異
論
が
無
い
。
そ
し
て
他
の
蓮
日
使
関
係
の
史
料
か
ら
都
督
、
刺
史
よ
り
下
位
の
官
名
と
し
て
の
首
領
の
存
在
を
確
認
で
き
た
。
従

っ
て
溺
海
の
地
方
官
と
し
て
都
督
、
刺
史
の
下
位
に
首
領
が
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の
地
位
は
豚
令
よ
り
さ
ら

に
下
に
な
る
の
だ
が
『
類
褒
園
史
』
の
記
事
に
は
鯨
令
が
登
場
し
な
い
。
九
世
紀
以
前
に
は
鯨
令
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
置

か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
地
方
行
政
機
構
の
末
端
に
お
い
て
鯨
令
と
首
領
が
ど
の
よ
う
な
開
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

一
方
先
述
の
如
く

後
考
を
侯
ち
た
い
。
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湖
海
の
首
領
は
中
園
の
史
料
に
見
え
る
そ
れ
と
は
異
な
り
湖
海
が
自
ら
稽
し
た
官
名
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
わ
ざ
わ
ざ
首
領
と
い
う
呼

稽
を
冠
し
た
の
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
中
園
の
史
料
に
見
え
る
首
領
と
は
異
民
族
の
首
長
を
指
し
た

も
の
で
あ
り
、
株
輔
の
場
合
も
そ
の
首
長
が
首
領
と
呼
ば
れ
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
現
在
記
録
に
残
る
崩
海
の
官
名
が
皆
中
園
の
そ
れ

ム
凶V

を
摸
倣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
首
領
も
や
は
り
中
園
の
使
用
法
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
つ
ま
り
湖
海
の
首

領
は
綜
輔
人
或
い
は
高
句
麗
人
の
在
地
の
部
落
長
に
輿
え
ら
れ
た
官
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
『
類
褒
園
史
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
「
皆
土
人
を
以
て
村
長
と
震
す
」
と
あ
る
か
ら
、
都
督
、
刺
史
は
全
て
土
人
が
嘗
て
ら
れ
た
。
こ
こ

に
抹
輯
に
劃
置
さ
れ
る
土
人
と
は
既
に
諸
先
皐
の
述
べ
て
い
る
遁
り
、
溺
海
を
高
句
麗
の
纏
承
園
と
見
て
い
た
日
本
側
か
ら
見
た
生
粋
の
働
海

人
す
な
わ
ち
高
句
麗
人
を
指
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
練
絹
人
の
多
い
部
落
に
置
か
れ
た
長
官
と
し
て
高
句
麗
人
が
嘗
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
溺
海
の
支
配
者
層
で
高
句
麗
人
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
都
督
、
刺
史
は
中
央
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
官
で
あ
る
こ
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と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
溺
海
は
在
地
の
部
落
長
を
首
領
な
る
官
に
任
命
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
部
落
の
中
心
と
な
る
よ
う
な
大
規
模
な
部
落
に

は
都
督
、
刺
史
を
中
央
か
ら
汲
遺
し
て
こ
れ
ら
を
統
轄
さ
せ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
第
一
章
に
述
べ
た
高
句
麗
の
地
方
統
治
組
織
を
思
い
起
し

て
欲
し
い
。
そ
れ
は
大
域
|
城
|
小
城
か
ら
成
り
、

る
。
こ
の
よ
う
な
位
制
を
『
類
緊
園
史
』
に
記
さ
れ
た
溺
海
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
大
城
(
長
官
停
薩
)
|
城
(
長
官
庭
間
近
支
)

の
ま
ま
大
村
(
長
官
都
督
)
|
次
村
(
長
官
刺
史
)
の
関
係
と
相
似
を
成
し
て
い
る
。

大
城
、

城
に
は
中
央
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
停
藍
、

鹿
間
近
支
が
長
官
と
し
て
波
遣
さ
れ
て
い

の
閥
係
は
そ

し
か
も
中
園
史
料
に
お
い
て
高
句
麗
の
傍
薩
は
都
督
に
、

鹿
間
近
支
は
刺
史
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
傍
薩
、
虚
間
近
支
と
崩
海
の
都
督
、
刺
史
が
同
様
の
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
刺
史
か
ら
下
の
封
腰
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
高
句
麗
の
小
城
に
置
か
れ
た
可
避
達
が
溺
海
の
首
領
に
、
鯨
令
に
比
定
さ
れ
た
婁
向

が
そ
の
ま
ま
溺
海
の
鯨
令
に
嘗
て
は
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
そ
う
す
る
と
高
句
麗
の
可
避
達
は
長
史
に
比
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
溺

都
督
、
刺
史
が
高
句
麗
人
で
あ
る
の
に
射
し
、
在
地
の
首
長
居
の
多
く
が
株
鞠
人
か
ら
成
る
こ
と
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

相
違
か
ら
そ
の
ま
ま
長
史
と
は
せ
ず
に
先
に
述
べ
た
中
園
で
の
用
例
を
意
識
し
て
首
領
と
い
う
呼
稿
を
附
し
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
種
族
の
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海
に
お
い
て
は
中
園
風
に
長
史
と
す
べ
き
官
に
わ
ざ
わ
ざ
首
領
な
る
呼
稿
を
嘗
て
て
い
る
の
が
問
題
に
な
る
。

一つ

の
解
答
と
し
て
、
こ
れ
は

こ
う
し
て
溺
海
は
高
句
麗
の
城
支
配
を
縫
承
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
た
。
高
句
麗
滅
亡
前
後
、
唐
は
占
領
下
に
お
い

た
地
域
で
も
そ
の
地
方
組
織
を
解
睡
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
太
宗
代
の
戦
役
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
唐
は
高
句
麗
の
白
殿
城
を

A
リ

ん円

降
し
た
際
、
城
を
そ
の
ま
ま
巌
州
と
し
て
州
の
刺
史
に
は
白
巌
城
主
で
あ
る
孫
伐
音
を
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
高
句
麗
が
滅
亡

し
た
後
も
そ
の
大
城
|
城
|
小
城
か
ら
成
る
地
方
組
織
は
あ
る
程
度
温
存
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
、
奮
高
句
麗
領
の
う
ち
溺
海
が

中
心
基
盤
を
置
い
た
地
域
は
劉
唐
戦
役
で
比
較
的
被
害
の
少
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
東
京
龍
原
府
の
別
名
と
さ
れ

る
柵
城
は
古
く
か
ら
高
句
麗
の
城
名
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
品
倒
海
は
こ
の
地
に
お
け
る
柵
城
を
中
心
と
し
た
蓄
高
句
麗
の
地
方
組
織
を
引
き

繕
ぐ
形
で
東
京
龍
原
府
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
例
を
奉
げ
る
と
、
扶
徐
城
は
や
は
り
高
句
麗
の
有
力
な
城
名
と
し
て
知
ら
れ
て
お



り
、
溺
海
に
も
扶
徐
府
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
扶
儀
府
は
溺
海
滅
亡
の
際
、
員
先
に
契
丹
軍
の
攻
撃
を
受
け
た
地
で
あ
り
、
そ
の
際
の
こ
と

、竹

M
，

ん慢

を
記
し
た
『
遼
史
』
に
は
扶
儀
府
の
こ
と
を
「
扶
絵
城
」
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
名
稽
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
高
句
麗
時
代
の
城
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
蓄
高
句
麗
の
城
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

高
句
麗
人
住
地
に
お
い
て
大
城
|
城
の
関
係
に
あ
た
る
の
が
株
鞠
人
住
地
の
大
村
|
次
村
の
関
係
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
抹

輔
の
各
部
落
に
は
そ
れ
ぞ
れ
部
落
長
が
お
り
濁
自
の
活
動
を
行
な
っ
て
レ
た
が
、
突
地
稽
を
長
と
す
る
厩
稽
部
の
よ
う
に
軍
事
行
動
の
際
他
の

部
落
を
統
率
す
る
有
力
部
落
も
存
在
し
て
い
た
。
動
海
は
こ
の
よ
う
な
閥
係
に
依
援
し
、
有
力
部
落
に
都
督
或
い
は
刺
史
を
涯
遣
し
て
周
迭
の

小
部
落
を
統
轄
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
株
鞠
の
部
落
長
に
は
首
領
と
い
う
官
を
輿
え
て
都
督
、
刺
史
の
指
揮
を
受
け
さ
せ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
高
句
麗
の
城
支
配
瞳
制
を
受
け
縫
レ
だ
溺
海
は
そ
れ
を
綜
鞠
の
住
地
に
劃
し
で
も
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
ず
か
に

同

一
例
で
あ
る
が
、
率
賓
の
故
地
に
置
か
れ
た
と
い
う
率
賓
府
の
城
祉
が
震
掘
さ
れ
て
お
り
、

社
杯
招
明
の
住
地
に
城
が
築
か
れ
た
例
も
確
認
で
き
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る
。
先
に
武
田
幸
男
氏
の
論
に
よ
っ
て
五
世
紀
前
中
十
の
高
句
麗
に
は
異
種
族
を
含
む
多
様
な
支
配
形
態
が
と
ら
れ
、
そ
れ
が
城
支
配
へ
一
元
化

さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
鰯
れ
た
。
そ
し
て
高
句
麗
末
期
に
は
そ
の
領
域
は
城
を
皐
位
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
城
支
配
に
よ
る
一
元
化
が
質

際
に
進
展
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
見
て
、
高
句
麗
人
を
支
配
者
層
の
中
核
に
持
つ
瀬
海
も
高
句
麗
の
支
配
鐙
制

を
受
け
纏
ぎ
、
そ
の
領
域
内
の
一
元
的
支
配
を
目
指
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
一
元
化
と
は
い
っ
て
も
綜
輔
の
基
本
的
車
位
で
あ

る
部
落
は
解
瞳
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
依
援
ん
て
城
支
配
撞
制
を
嘗
て
は
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
都
督
、
刺
史
の
機
能
で
あ
る
が
、
高
句
麗
か
ら
の
縫
承
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
は
民
政
長
官
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
寧

圏
の
長
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。
溺
海
滅
亡
時
の
各
府
、
州
の
行
動
を
見
る
と
そ
れ
は
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
九
二

六
年
正
月
、
契
丹
の
耶
律
阿
保
機
は
崩
海
の
王
都
上
京
龍
泉
府
を
陥
れ
て
激
海
は
滅
亡
す
る
が
、
そ
の
後
も
各
府
、
州
が
濁
自
に
抵
抗
運
動
を

起
し
て
い
る
。
『
遼
史
』
巻
二
、
太
組
本
紀
下
に
よ
れ
ば
、
天
顛
元
年
(
九
二
六
〉
三
月
己
巳
に
安
港
、
鄭
頭
、
定
理
の
三
府
が
叛
し
、
こ
れ

が
卒
定
さ
れ
て
後
、
五
月
辛
酉
に
は
南
海
、
定
理
の
二
府
が
再
び
反
凱
を
起
し
て
い
る
。
さ
ら
に
七
月
丙
辰
に
は
鎮
州
刺
史
衛
鈎
の
反
凱
が
見

211 
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ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
三
月
に
契
丹
の
康
歎
記
、
韓
延
徴
、
驚
阿
古
只
等
が
長
嶺
府
方
面
の
攻
略
に
嘗
っ
た
が
、

『遼
史
』
巻
七
三
、
粛
阿
古

只
俸
に
そ
の
時
の
こ
と
を
記
し
て
、

己
に
降
り
し
郡
豚
復
た
叛
し、

盗
賊
蜂
起
す
。
阿
古
只
、

康
歎
記
と
こ
れ
を
討
ち
、
向
う
所
披
鹿
せ
し
む
。
た
ま
た
ま
賊
の
滋
騎
七
千、

鴨
禄
府
よ
り
来
援

し、

勢
張
る
こ
と
甚
し
。
阿
古
只
、
麿
下
の
精
鋭
を
帥
い
て
直
ち
に
其
の
鋒
を
犯
し
、

一
戦
し
て
こ
れ
に
克
つ
。
斬
践
す
る
こ
と
一
一
一
千
徐。

迭
に
軍
を
進
め

て
回
政
城
を
破
る
。

と
あ
り
、
鴨
深
府
か
ら
七
千
の
兵
が
出
さ
れ
、
契
丹
軍
に
封
抗
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
見
て
も
、
溺
海
の
府
、
州
が
そ
れ
ぞ

れ
濁
自
の
軍
国
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
そ
し
て
銭
州
刺
史
が
反
凱
を
起
し
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
軍
国
を
統
率
し
て

い
た
の
は
都
督
、
刺
史
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
働
海
の
府
、
川
が
高
句
麗
の
城
支
配
瞳
制
を
受
け
縫
い
で
、
行
政
機
構
で
あ
る
と
同
時
に
軍
事
機
構
で
も
あ
る
こ
と
を
見

て
き
た
。
そ
の
基
礎
を
成
す
の
は
株
掲
の
部
落
で
あ
り
、
奮
高
句
麗
の
城
邑
で
あ
っ
た
。
株
鴇
の
部
落
長
の
場
合
、
突
地
稽
の
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
も
と
も
と
軍
政
、
民
政
の
匡
別
な
く
在
地
社
舎
を
統
率
し
て
軍
事
行
動
或
い
は
生
産
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
嘗
高
句
麗
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の
末
端
に
置
か
れ
た
小
城
の
城
主
が
在
地
の
首
長
で
あ
っ
た
か
は
断
定
し
か
ね
る
が
、
少
な
く
と
も
彼
ら
は
濁
自
の
軍
国
を
持
ち
、
そ
の
軍
事

的
基
盤
を
在
地
に
置
い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
部
落
長
、
小
城
主
が
首
領
な
る
官
を
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
海
の
支
配

位
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
在
地
勢
力
の
解
瞳
を
成
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
溺
海
政
権
の
基
盤
の
脆
弱
さ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

中
央
の
統
制
が
強
い
聞
は
い
い
が
、

一
日
一
こ
れ
が
弱
く
な
る
と
在
地
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
活
動
し
始
め
る
可
能
性
を

苧
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
湖
海
滅
亡
後
の
領
域
内
各
地
の
状
況
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。

九
二
六
年
、
潮
海
王
都
上
京
龍
泉
府
を
陥
れ
た
契
丹
は
こ
れ
を
天
一
踊
城
と
改
め
、

奮
働
海
領
域
を
東
丹
園
と
し
て
皇
太
子
耶
律
倍
に
治
め
さ

せ
た
。
し
か
し
遺
民
の
反
乱
に
手
を
燐
き
、
九
二
八
年
に
は
耶
律
羽
之
の
献
策
を
容
れ
て
溺
海
遺
民
の
一
部
を
遼
陽
周
漫
に
移
住
さ
せ
、
東
丹

園
を
こ
の
地
に
移
し
、
扶
除
府
を
除
く
奮
溺
海
領
の
大
部
分
の
直
接
支
配
を
放
棄
す
る
に
至
る
。
こ
れ
以
後
、
激
海
遺
民
に
よ
る
後
溺
海
園
と
も



巴笥
d
，

言
え
る
政
権
が
登
場
す
り
制
。
『
五
代
舎
要
』
巻
三

O
、
溺
海
僚
に
は
、
九
二
九
年
か
ら
九
三
六
年
ま
で
後
唐
に
朝
貢
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
以
後
朝
貢
は
絶
え
る
が
、
園
自
瞳
は
な
お
存
績
し
て
い
た
よ
う
で
、
同
じ
『
五
代
舎
要
』
溺
海
僚
に
は
、
後
周
の
額
徳
元
年
ハ
九
五

四
)
、
激
海
園
の
崖
烏
斯
多
等
三

O
人
が
鯨
化
し
た
こ
と
を
停
え
、
ま
た
『
宋
史
』
巻
四
九
て
溺
海
停
、
『
績
資
治
逼
鑑
長
編
』
巻
二
二
に
よ
れ

ば
、
宋
の
太
卒
輿
園
六
年
(
九
八
一
)
、
契
丹
征
討
を
計
董
し
た
太
宗
は
、
宋
の
護
兵
に
臨
応
じ
て
契
丹
を
挟
撃
さ
せ
る
た
め
働
海
王
に
詔
書
を
迭
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
復
興
し
た
働
海
は
契
丹
が
遼
陽
ま
で
退
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
つ
て
の
領
域
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
奮
溺
海
の
中
心
地
域
で
あ
っ
た
上
京
地
方
に
援
っ
た
地
方
政
権
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
以
外
の

地
域
で
は
様
々
な
勢
力
の
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
南
京
南
海
府
の
故
地
は
後
瀬
海
か
ら
後
唐
へ
の
朝
貢
使
に
南
海
府

都
替
が
見
え
る
こ
と
か
ら
一
臆
後
湖
海
の
支
配
下
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
地
域
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る

帥

黒
水
、
鯨
利
、
達
姑
の
諸
部
が
働
海
滅
亡
以
前
か
ら
濁
自
に
新
羅
、
高
麗
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
後
に
は
蒲
直
毛
染
部
或
い
は
三
十
姓

A
噌
叫
，

ん
同
日
、

部
落
な
る
女
員
部
落
の
活
動
が
見
え
る
。
次
に
西
京
鴨
濠
府
の
故
地
に
は
も
う
一
つ
の
溺
海
遣
民
政
権
と
言
え
る
定
安
園
が
建
国
さ
れ
て
い

Aq

鳴
り

ん
胤
い

る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
は
別
に
鴨
深
江
女
直
な
る
も
の
も
史
料
に
登
場
す
る
。
長
嶺
府
の
故
地
に
は
国
政
部
の
名
が
見
え
る
。
鄭
額
府
の
故
地
で

- 21-

あ
る
阿
什
河
流
域
は
安
出
虎
水
完
顔
部
の
根
接
地
と
な
っ
た
地
域
で
あ
り
、
金
朝
の
護
鮮
の
地
で
あ
る
。
鯨
利
部
の
住
地
に
置
か
れ
た
鎮
利
府

及
び
越
喜
部
の
住
地
に
置
か
れ
た
懐
遠
府
、
安
遠
府
の
故
地
で
は
そ
の
ま
ま
鍛
利
部
、
越
喜
部
が
活
動
を
再
開
し
て
い
榊
特
に
識
利
部
は
九

二
六
年
正
月
に
溺
海
王
都
が
陥
ち
た
翌
二
月
に
既
に
遼
に
朝
貢
を
行
な
っ
て
お
り
、
以
後
し
ば
し
ば
遼
、
高
麗
と
交
渉
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

他
、
具
瞳
的
な
根
接
地
は
わ
か
ら
な
い
が
『
遼
史
』
、

『
高
麗
史
』
に
は
し
ば
し
ば
女
員
(
女
直
〉
、
株
輔
の
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
融
海
政
権
の
崩
壊
と
と
も
に
領
域
内
各
地
は
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
活
動
を
始
め
て
い
る
。
特
に
、
鍛
利
部
、
越
喜
部
は
湖
海

滅
亡
後
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
名
で
史
料
に
再
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
溺
海
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
た
聞
も
部
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
温
存
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
溺
海
の
領
域
の
う
ち
で
も
比
較
的
遅
い
時
期
に
支
配
下
に
蹄
し
た
こ
れ
ら
の
地
域
は
唐
で
い
う
鹿
燦
州
に
近
い
紋
態

213 

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
撒
海
時
代
の
在
地
勢
力
と
滅
亡
後
の
諸
勢
力
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
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い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
在
地
に
お
い
て
各
部
落
の
機
能
が
勧
海
支
配
下
で
も
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
こ
れ
ら
の
在
地
勢
力
は
溺
海
の
府
或
い
は
州
の
統
轄
範
園
程
度
の
ま
と
ま
り
は
持
ち
得
て
も
、
そ
れ
以

上
の
大
き
な
統
一
集
固
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
地
域
が
再
び
統
一
さ
れ
る
の
は
金
朝
の
出
現
ま
で
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
今
は
考
え
が
無
い
が
、
こ
の
地
域
の
地
理
的
保
件
及
び
そ
れ
に
伴
う
生
産
性
の
問

題
な
ど
の
経
済
的
篠
件
に
つ
い
て
今
後
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章
の
末
尾
に
湖
海
の
地
方
行
政
機
構
が
何
を
基
準
に
し
て
編
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
説
抗
し
て
お
い
た
。
末
端
組
織
は
抹
鞠
の
部

落
で
あ
り
、
高
句
麗
の
城
巴
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
有
力
な
も
の
を
府
、
州
と
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
こ
の
府
、
州
の
統

轄
範
囲
は
溺
海
成
立
前
に
も
滅
亡
後
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
各
地
に
割
譲
し
た
在
地
勢
力
の
ま
と
ま
り
を
基
準
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

従
来
あ
ま
り
慣
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

溺
海
に
特
徴
的
な
制
度
で
あ
り
そ
の
後
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運
、
金
に
も
受
け
縫
が
れ
た
五
京
制
度
が
何
故
敷
か
れ
た
の
か
に
も

一
つ
の
解
揮
を
成
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
各

地
に
割
援
し
遠
心
的
な
傾
向
を
持
つ
在
地
勢
力
に
劃
し
、
王
都
の
他
に
要
地
に
四
つ
の
副
都
を
置
き
、
中
央
の
意
志
を
在
地
に
ま
で
浸
透
さ
せ

ょ
う
と
闘
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
あ
く
ま
で
一
つ
の
解
稗
に
過
ぎ
な
い
が
、

後
の
蓮
、
金
の
五
京
制
度
と
の
比
較
も

含
め
、
こ
の
方
向
で
も
う
少
し
考
え
て
い
き
た
い
。

お

わ

り

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

激
海
の
成
立
前
、
株
鞠
は
陪
代
以
来
の
七
部
の
名
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
各
部
は
さ
ら
に
十
数
部
の
小
部
落
か
ら
成
っ
て
い
た
。
各
部

落
に
は
そ
れ
ぞ
れ
部
落
長
が
お
り
自
治
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
有
力
部
落
を
中
心
と
す
る
ル
ー
ズ
な
ま
と
ま
り
は
存
在
し
た
。

一
方
高
句
麗

の
領
域
内
で
は
城
を
皐
位
と
す
る
支
配
睦
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
城
が
周
漫
の
小
城
を
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
城
を
大
城
が
累
層
的
に



統
轄
す
る
組
織
で
、
行
政
組
織
で
あ
る
と
と
も
に
軍
国
組
織
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
軍
圏
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
在
地
の
も
つ
軍
事
力
で

あ
っ
た
。
高
句
麗
人
と
粟
末
、
白
山
鯨
鴇
人
を
中
核
と
し
て
上
京
、
中
京
、
東
京
を
含
む
地
域
を
根
援
地
に
成
立
し
た
渦
海
は
、
こ
れ
ら
の
奮

高
句
麗
領
域
の
北
半
及
び
奮
抹
鞠
住
域
を
『
新
唐
書
』
溺
海
俸
の
記
載
順
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
順
次
支
配
下
に
入
れ
て
い
き
、
第
三
代
王
の
時

に
ほ
ぼ
そ
の
領
域
を
確
定
す
る
。

潮
海
は
そ
の
領
域
を
支
配
す
る
に
嘗
っ
て
府
、
州
を
置
い
た
が
、

こ
れ
は
高
句
麗
の
城
支
配
を
受
け
纏
い

で
、
や
は
り
行
政
機
構
で
あ
る
と
同
時
に
軍
圏
組
織
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
株
輔
の
部
落
或
い
は
高
句
麗
の
城
ロ
巴
で
あ
り
、

湖
海
の
府
、
州
は
中
園
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
こ
れ
ら
の
部
落
、
城
邑
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
在
地
の
首
長
層
は
首
領
な
る
官
を
典
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
地
に
お
け
る
支
配
擢
を
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
形
で
支
配
韓
制
に
組
み
込
ま
れ
た
。
府
の
管
轄
範
園
も
こ
れ
ら
の
在

地
勢
力
の
ま
と
ま
り
を
基
準
に
し
て
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
在
地
勢
力
の
解
盟
を
成
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
働
海
政
権

の
基
盤
の
脆
弱
さ
が
見
ら
れ
、
こ
れ
が
契
丹
に
易
々
と
滅
ぼ
さ
れ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
働
海
滅
亡
後
は
各
地
に
小
勢
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力
が
割
援
し
、
こ
の
地
域
の
再
統
一
は
金
朝
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
遠
心
的
傾
向
を
持
つ
各
地
の
在
地
勢
力
に
中

央
の
統
制
力
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
意
園
の
表
わ
れ
が
溺
海
の
五
京
制
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
臆
測
に
臆
測
を
重
ね
て
き
た
が
、
な
お
隔
靴
掻
停
の
感
を
兎
れ
得
な
い
。
例
え
ば
府
、
州
の
軍
国
組
織
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
た

が
、
徴
税
シ
ス
テ
ム
を
始
め
行
政
機
構
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
は
充
分
考
え
る
手
懸
り
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
大

き
な
問
題
と
し
て
、
勧
海
以
前
に
も
以
後
に
も
小
規
模
の
在
地
勢
力
の
割
援
す
る
朕
態
に
あ
っ
た
こ
の
地
域
が
何
故
溺
海
政
権
の
下
に
曲
り
な

り
に
も
統
一
園
家
と
し
て
の
睦
制
を
と
り
得
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
溺
海
政
権
自
身
が
持
つ
内
的

要
因
と
と
も
に
嘗
時
の

E
大
な
統
一
園
家
唐
と
の
閥
係
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
唐
の
滅
亡
後
ま
も
な
く
溺
海
が
分
解
し
て

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
働
海
の
国
家
成
立
と
そ
の
維
持
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
閲
す
る
研
究
は
ま

し
ま
っ
た
の
も
全
く
の
偶
然
と
は
言
え
ま
い
。

だ
充
分
と
は
言
え
ず
、
今
後
も
以
上
の
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
き
た
い
。
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註ω
『
新
唐
書
』
単
位
一
一
一
九
、
激
海
停
。

ω
上
京
祉
の
設
掘
報
告
で
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
原
田
淑
人
・
駒

井
和
愛

『
東
京
城
』

〈
東
方
考
古
風
平
叢
刊
甲
種
第
五
冊
、
一
九
三
九
年
)

が
あ
る
。
他
に
中
京
祉
、
東
京
祉
の
も
の
と
し
て
鳥
山
喜
一
「
満
洲
園
開

島
省
内
古
蹟
調
査
略
報
」
(『
考
古
謬
雑
誌
』
二
七

l
八
、
一
九
三
七
年
〉

な
ど
が
あ
る
。

ω
主
な
も
の
を
摩
げ
る
と
、
松
井
等

「
勧
海
図
の
昭
城
」
(『満
洲
歴
史
地

理
』
て
一
九
一
一
一
一
年
)
、
津
田
左
右
士
口
「
激
海
考
」
(
『
滅
鮮
地
理
歴
史

研
究
報
告
』
て
一
九
一
五
年
)
、
和
田
清
「
勧
海
園
地
理
考
」
〈
『
東
洋

皐
報
』
一
二
六
|
四
、
一
九
五
四
年
)
、
鳥
山
喜
一

『沿
海
史
上
の
諸
問
題
』

(
風
間
番
目
肉
、

一
九
六
八
年
)
、
新
妻
利
久

『溺
海
園
史
及
び
日
本
と
の
図

交
史
の
研
究
』

(
東
京
電
気
大
摩
出
版
局
、
一
九
六
九
年
)
。

ω
石
井
正
敏
「
大
宰
府
の
外
交
面
に
お
け
る
機
能
|

|
奈
良
時
代
に
つ
い

て
1
|
」
(『法
政
史
皐
』

一
一
一
一
、
一
九
七
O
年
)
、

「
日
本
通
交
初
期
に
お

け
る
湖
海
の
情
勢
に
つ
い
て
|
|
湖
海
武

・
文
交
替
期
を
中
心
と
し
て

|
|
」
〈
『
法
政
史
夙
ご
二
五
、
一
九
七
三
年
〉
、
「
初
期
日
幼
交
渉
に
お
け

る
一
問
題
|
!
新
羅
征
討
計
費
中
止
と
の
関
聯
を
め
ぐ
っ
て
||
」
(『
史

皐
論
集
針
外
関
係
と
政
治
文
化
』
第

て

森
克
己
博
士
古
稀
記
念
曾
編
、

一
九
七
四
年
)
、
「
日
勤
交
渉
に
お
け
る
激
海
高
句
麗
縫
承
園
意
識
に
つ
い

て
」
(
『中
央
大
鼠
早
大
祭
院
研
究
年
報
』
四
、

一
九
七
五
年
)
、

「
第

一
回
溺

海
図
書
に
つ
い
て
」
(『
白
木
歴
史
』
一
一
一
一
一
七
、
一
九
七
五
年
)
、
「
溺
海
の

日
唐
閲
に
お
け
る
中
縫
的
役
割
に
つ

い
て
L

(

『
東
方
皐
』
五
て
一
九
七

六
年
)
「
第
二
衣
溺
海
遺
日
使
に
関
す
る
諸
問
題
」
(『
朝
鮮
歴
史
論
集
』

上
、
旗
田
鋭
先
生
古
稀
記
念
舎
編
、
一
九
七
九
年
)
。

ω
李
佑
成
「
南
北
園
時
代
と
健
致
遼
」
(『
創
作
ヰ
批
評
』
一
O
|
回、

一

九
七
五
年
、
邦
誇

『
朝
鮮
史
研
究
曾
均
一
報』

四
六
、
一
九
七
七
年
)
、
朴

時
亨
「
湖
海
史
研
究
の
た
め
に
」
(
『司
パ
吋
斗
守
』

一
九
六
二
年
第
一
一
獄
。

邦
誇

『古
代
朝
鮮
の
基
本
問
題
』
、
皐
生
祉
、
一
九
七
四
年
)
。
演
田
耕

策
「
激
海
を
め
ぐ
る
朝
鮮
史
皐
界
の
動
向
|

|
共
和
園
と
韓
園
の
『
南
北

園
時
代
』
論
に
つ
い
て
|
|
」
(『
朝
鮮
皐
報
』
八
六
、
一
九
七
八
年
)

参
照
。

制
石
井
正
敏
註
同
第
四
論
文
参
照
。

川

w
朱
祭
器
旭
『
激
海
文
化
』
(
社
舎
科
皐
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
邦
誇
雄

山
閣
考
古
皐
選
書
、
一
九
七
九
年
)
、
三
上
次
男
「
高
句
麗
と
激
海
ー
ー

そ
の
祉
舎

・
文
化
の
近
親
性
1

1

」
(『末
、氷
先
生
古
稀
記
今
年
白
代
皐
論

集』
、
一
九
六
七
年
)
、
「
半
柱
城
出
土
の
二
悌
併
座
像
と
そ
の
歴
史
的
意

義
|

|
高
句
麗
と
沿
海
を
結
ぶ
も
の
|
|
」
(『朝
鮮
皐
報
』

四
九
、
一

九
六
八
年
)
。

側
最
近
の
研
究
で
は
、
王
承
磁

「
紙
縞
の
設
展
と
湖
海
王
閣
の
建
立
」

(
渡
逸
洋

一
課
、
『
高
句
麗
の
故
地
を
た
ず
ね
て
|
|
東
北
大
皐
皐
者
訪

朝

・
訪
中
闘
報
告
|
|
』
、

写
楽
社
、

一
九
八
一
年
。
な
お
、
こ
の
論
文

の
註
に
は
「
こ
の
論
文
は
筆
者
が
撰
寓
し
た

『
沿
海
史
』
の
第
一
章
に
蛍

る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の

『
湖
海
史
』

は
未
だ
見
る
機
品
目

を
得
て
い
な
い
)
。
な
お
、
戟
前
の
中
園
に
お
い
て
は
金
統
献

『激
海
図

志
長
編
』

(
華
文
書
局
、
一
九
三
四
年
〉
が
あ
る
。

同
李
龍
範
「
溺
海
王
園
剖
「
形
成
斗
高
句
麗
遺
族
」
上
、
下
、
(
『
東
園
大
患
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論
文
集
』
一

O
、
一
て
一
九
七
二
、
三
年
三

同
鈴
木
靖
民
「
溺
海
の
首
領
に
関
す
る
殻
備
的
考
察
」
ハ
『
朝
鮮
歴
史
論

集
』
上
、
旗
回
綴
先
生
古
稀
記
念
禽
編
、
一
九
七
九
年
〉
。

ω
金
鍾
園
「
溺
海
副
「
首
領
刊
叫
許

4
1
1地
方
統
治
制
度
斗
関
聯

斗
吋
|
|
」
(
『
全
海
宗
博
士
華
甲
記
念
史
笠
岡
叢
』
、
一
九
八

O
年〉

O

M

日
野
開
三
郎
「
惰
唐
に
餓
属
せ
る
莱
末
綜
鴇
人
突
地
稽
一
黛
|
|
綜
掲

七
部
考
第
四
章
|
|
」
(
『
史
淵
』
四
五
、
一
九
五

O
年
〉
参
照
。

同
阿
武
田
幸
男
「
康
開
土
王
碑
か
ら
み
た
高
句
麗
の
領
減
支
配
」
(
『
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
』
七
八
、
一
九
七
九
年
〉
。

帥
同
右
一

O
五
頁
。

帥
同
右
一
四
七
頁
。

同
原
文
(
大
宰
府
天
満
宮
所
綴
篤
本
〉
に
は
「
諸
城
置
庭
問
区
刺
史
」
と

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
『
遁
奥
』
各
一
八
六
、
透
防
二
、
高
麗
僚
に
よ
っ

て
「
庭
問
」
の
下
に
「
近
支
」
の
二
字
を
補
い
、
「
区
」
は
「
比
」
に
改

め
た
。

肋
山
尾
幸
久
「
朝
鮮
三
園
の
軍
医
組
織
|
|
コ
ホ
リ
と
ミ
ヤ
ケ
研
究
序
説

|
|
」
(
『
古
代
朝
鮮
と
日
本
』
、
朝
鮮
史
研
究
舎
編
、
一
九
七
四
年
)
。

帥
高
句
麗
の
五
族
及
び
五
部
に
つ
い
て
の
主
な
研
究
と
し
て
、
今
西
龍

「
高
句
麗
五
族
五
部
考
」
(
『
史
林
』
六
|
三
、
一
九
一
一
一
年
)
、
池
内
宏

コ
高
句
麗
の
五
族
及
び
五
部
」
(
『
東
洋
翠
報
』
一
六

l
て
一
九
二
五

年
)
、
矢
津
利
彦
コ
局
句
麗
の
五
部
に
つ
い
て
」
(
『
埼
玉
大
皐
紀
要
』
三
、

一
九
五
四
年
)
、
三
品
彰
英
コ
高
句
麗
の
五
族
に
つ
い
て
」
(『
朝
鮮
皐
報
』

六
、
一
九
五
四
年
)
が
翠
げ
ら
れ
る
。
五
部
を
今
西
氏
は
都
域
内
の
区
分

で
あ
り
か
つ
貴
族
の
組
別
、
池
内
氏
は
全
土
に
わ
た
る
五
大
行
政
区
劃
、

矢
淳
氏
は
軍
事
戦
闘
集
闘
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

『
資
治
遁
鐙
』
径
一
九
八
、
太
宗
貞
翻
一
九
年
九
月
係
。

上
之
克
白
巌
也
、
謂
李
世
効
目
、
吾
開
安
市
城
険
而
丘
ハ
精
、
其
城
主

材
勇
、
莫
離
支
之
飢
、
城
守
不
服
、
莫
離
支
撃
之
不
能
下
、
因
而
輿

之
0

・:

帥
以
下
の
停
薩
、
庭
関
近
支
、
可
遜
遂
に
関
す
る
説
明
は
山
尾
氏
(
註
帥

論
文
)
が
既
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

帥
『
奮
唐
霊
園
』
高
麗
俸
。

同
『
資
治
逼
鑑
』
各
一
九
八
、
太
宗
貞
観
一
九
年
九
月
係
。

帥
金
統
敵
註
同
書
。

同
和
田
清
註

ω論
文
。

伺

註

ωの
松
井
、
和
田
、
鳥
山
各
氏
の
論
考
参
照
。

同
例
え
ば
『
奮
麿
書
』
巻
一

O
九
、
契
芯
何
力
俸
に
は
、

高
麗
有
衆
十
五
蔦
屯
於
透
水
、
叉
引
綜
絹
数
首
向
、
後
南
蘇
城
、
何
カ

奮
撃
皆
大
破
之

と
あ
る
。

帥
白
山
部
の
住
地
に
つ
い
て
は
、
吉
林
省
延
吉
を
中
心
と
す
る
開
島
地
方

と
す
る
設
〈
池
内
宏
「
勿
吉
考
」
(
『
漏
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
一
五
、

一
九
三
七
年
)
〉、
吉
林
省
敦
化
地
方
と
す
る
説

〈小
川
裕
人
「
綜
鵠
史
研

究
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
|
五
、
一
九
三
七
年
〉
〉、

こ
れ
ら
雨
方
及
び
さ
ら
に
朝
鮮
威
鋭
北
道
ま
で
も
含
む
と
す
る
設
〈
日
野

開
三
郎
「
綜
縄
七
部
考
」
(
『
史
淵
』
一
二
六
・
三
七
、
一
九
四
七
年
)
〉
が

あ
る
。
し
か
し
威
鏡
北
道
及
び
閲
島
地
方
は
本
文
の
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ

う
に
早
く
か
ら
高
句
麗
の
勢
力
範
固
に
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
惰
代
ま
で

は
濁
自
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
白
山
部
が
こ
の
地
に
居
た
と
は
考
え
に

く
い
。
従
っ

て
白
山
部
の
住
地
は
敦
化
地
方
と
す
る
の
が
安
蛍
で
あ
る
と

~~ 
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考
え
る
。

同

註

ω参
照
。
ま
た、

戦
後
も
中
華
人
民
共
和
函
に
よ
っ

て
設
掘
調
査
が

抑制け
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
の
地
方
か
ら
墓
誌

を
含
む
激
海
公
主
の
毒
か
二
例
変
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
主
承
雄

・
箇
目

玉
俗

「
士
口
林
教
化
六
頂
山
湖
海
古
墓
」
(『考
古
』

一
九
六
一
1

六
)
、
閤

高
章
「
湖
海

。
貞
恵
公
主
墓
碑
e

的
研
究
」

(『
考
古
準
報
』

一
九
五
六
|

二
〉
、
延
逃
朝
鮮
自
治
州
博
物
館
「
溺
海
貞
孝
公
主
義
援
掘
清
理
簡
報
」

(『祉
舎
科
同
学
戦
線
』

一
九
八
二
|
一
)
な
ど
参
照
。

帥

和
田
清
氏
(
註

ω論
文
)
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

定
理
、
安
法
、
率
賓
の
三
府
に
関
し
て
は

『
新
麿
宝
百
』
渇
海
停
に
、

仁
秀
頗
能
討
伐
海
北
諸
部
、
聞
大
土
境
字
、
有
功
。

と
あ
る
第
十
代
王
大
仁
秀
が
征
服
し
た
海
北
諸
部
の
地
に
蛍
る
と
し
て
い

る
。
府
の
記
載
順
を
支
配
下
に
入
っ
た
順
と
考
え
て
本
文
の
よ
う
に
解
四
押

し
て
お
い
た
が
、
和
田
氏
の
よ
う
に
解
開
押
す
る
可
能
性
も
残
る
。

帥
線
開
抑
諸
部
の
住
地
に
関
し
て
は
、

註
帥
池
内
、
小
川
、
日
野
各
氏
の
論

考
参
照
。

帥
例
え
ば
、

『
遼
史
』
巻
三
八
、
地
理
志
、
東
京
道
開
州
僚
に
は
、

開
州
、
銀
図
軍
、
節
度
、
本
減
泊
地
、

世間鹿
篤
廃
州
、
湖
海
潟
東
京

飽
原
府
、
有
宮
殿
、
都
督
皮
、
邸
、
穆
、
貧
困
州
事
、
故
燃
六
、
日

龍
原
、
永
安
、
鳥
山、

壁
谷
、
熊
山
、
白
楊
、
皆
廃
。

と
あ
る
。

伺

た
だ
し
、
こ
の
記
事
は
溺
海
滅
亡
後
の
後
唐
清
泰
三
年
(
九
一
-
一
六
〉
の

も
の
で
、
列
周
道
は
後
湖
海
と
も
い
う
べ
き
沿
海
の
遺
民
政
権
か
ら
の
入

朝
使
で
あ
る
が
、
同
じ
入
朝
使
の
官
名
に
政
堂
省
工
部
卿
の
名
も
見
え
、

そ
の
官
名
は
溺
海
時
代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
襲
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

帥

石
井
正
敏
註

ω第
六
論
文
。

帥

李
龍
範
註
例
論
文
。

時

金
鍾
園
註
帥
論
文。

倒

朴
時
亨
註
伺
論
文
。

伺

鈴

木
靖
民
註
帥
論
文
。

帥

牒
と
い
う
外
交
文
書
形
式
に
関
し
て
は
、
中
村
裕
一
「
溺
海
園
威
和

一

一
年
中
妥
省
牒
に
就
い
て
|
|
古
代
東
ア
ジ
ア
園
際
文
書

の

一
形
式

|
|
」
(
『
惰
麿
帝
図
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
、
唐
代
史
研
究
舎
編
、
一
九
七

九
年
)
参
照
。

M
W

瀧
川
政
次
郎
「
日

・
溺
官
制
の
比
較
」
(
『
建
園
大
察
研
究
院
研
究
期

報
』
て
一
九
四
一
年
)
参
照
。

帥
『
沓
麿
書
』
高
麗
俸。

帥

『

遼
史
』
径
二
、
太
組
本
紀
下
、
天
穎
元
年
正
月
庚
申
候
。

帥

張

太

湘

「大
城
子
古
城
調
査
記
」
(『
文
物
資
料
叢
刊
』
四
、
一
九
八

一

年)。

帥

日
野
閲
三
郎
「
後
溺
海
の
建
園
」
(『
帝
園
皐
士
院
紀
事
』

二
|
三
、
一

九
四
三
年
〉
参
照
。

帥

三
上
次
男

「新
回
線
東
北
境
外
に
於
け
る
黒
水

・
餓
劫
・
逮
姑
等
の
諸
族

に
就
い
て
」
(『
史
皐
雑
誌
』
五
O
i七
、
一
九
三
九
年
)
。

帥

池

内
宏

「
蒲
虚
毛
染
部
に

つ
い
て
」
(「
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』

九、

一
九
二
二
年
〉
参
照。

帥

和

田
清
「
定
安
園
に
就
い
て
」
〈
『
東
洋
摩
報
』
六
l
て
一
九
一

六

年
)
、
日
野
開
三
郎
「
定
安
園
考
」

ωJω
〈『東
洋
史
皐
』

一

J三
、
一

九
五
O
J五
一
年
〉
参
照
。

制
日
野
開
三
郎
「
契
丹
の
国
政
部
女
直
経
略
に
就
い
て

」
H
J白
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淵
』
四
六
J
八
、
一
九
五
一
年
〉
多
照
。

同

鍛

利
は
『
遼
史
』
に
は
「
銭
騒
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
越
喜
に
開
し

て
は

『
遼
史
』
各
三
三
、品
百
術
志
下
に
、

五
園
部
、
剖
阿
里
圏
、
盆
奴
里
圏
、
奥
里
米
園
、
越
皇
篤
圏
、
越
里

219 

士
ロ
圏
、
聖
宗
時
来
附
:
・

と
あ
る
越
皇
士
ロ
園
が
越
喜
と
同
音
を
寓
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
る
(註
同
の
和
田
清
、
烏
山
喜

一
各
氏
の
論
考
参
照
〉。
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AN INTRODUCTORY STUDY OF　REGIONAL

　　　

GOVERNMENTAL STRUCTURE IN

　　　　　　　　　　

PALHAE潮海

　　　　　　　　　　

Kawakami Ｙ６

　　

Fiｔ府and ｚｈｏｕ州,governmental units modeled upon governmental

systems of Koguryo 高句麗, were establishedin Palhae to rule the area.

They functioned both　as　administrative　organizations　and　as　military

organizations.The villagesof Malgal 抹肩, castles城邑of Koguryo became

the nucleus of the system. Ｔｈｅかand ｚｈｏｕof Palhae ultimately differed

from the Chinese administrative units of the same　name. Instead, they

comprised such villages or castles｡

　　

The localruling class, designated with the officialterm“leader”

ｓhoidiれｇ首領,were absorbed into the　governmental structurein such ａ

way that their local authority was recognized. It is certain that the range

of jurisdictionof theかwas also based upon local powers. The essential

weakness of Palhae　government may be seen　in the fact that these

local powers could not be broken. In other words, there was ａ possibility

that the smaller powers in each of the localitieswould begin their　own

movements if the governing strength of the centralauthoritieswere ever

to weaken. It may be postulated that the“Five Capitals 五京”system was

established in order to ｅχtend the unifying strength of　the　central

authoritiesover the smaller powers in the localities.

THE CAPITAL AREA王畿OF THE UNIFIED SILLA統一新羅

　　　　　　　　　　　　　

KIMURA Makoto

　　

Historical records confirm that it was during the Koryo 高麗period

that

　

capital area　was created as　administrative units in　the　Korean

history. The capital area as the administrative unit comprising ａ broad

area that ｅχtended across 10 or more prefectures had not existed before

in Korea. However, in the ｕni丘ed Silla, special　regions　had　been
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established,differingin character from other districtsand prefectures only

in the narrow areas that encompassed the capital. These regions may

be termed the capital area of the Silla state｡

　　

The capitalarea of the Sillastate was composed of two districts,one

prefecture, and ｓiχmilitary areas停neighboring the capital. Although.

the attempt to change to the capital area system had begun around the

middle of the 8 th century, the system was not 丘χeduntil the period from.

later 8th century to early 9 th century. The capitalarea constituted the

residential areas of the Silla aristocraticbureaucracy. But, at the same

time, it was also a military region that protected the capital. Thus, the

systematic establishment of the capitalarea represents an ｅ丘ortto secure

ａ base for the government. Moreover, the capitalarea was modeled upon

the Tang唐system. The capitalarea of the Sillastateis the beginning

of ａ Chinese-like capital area and represents the original form of the

Koryo period capital area.

THE BEGINNINGS OF LABOR MOVEMENTS AT QINGDAO 青島=

　　　　

THE 1925DISPUTES AT THE JAPANESE-OWNED

　　　　　　　　　

SPINNING MILLS AT QINGDAO

　　　　　　　　　　　　

Takatsuna Hirofumi

　　

The 1925 disputes that occurred at the Japanese-owned spinning

mills in Qingdao, Shandong山東province have been noted　as　the

beginning of the May Thirtieth movement. But this movement has been

generally regarded only as nationalisticmovement against the Japanese

imperialism. The significance　ofthe movement as ａ labor dispute has

been completely ignored.

　　

This treatisewill describe the history of the disputes at the Japanese

spinning mills in Qingdao until the disasterous　defeat on May 29th

by the military clique of Fengtian　奉天. In addition, I　shall　also

try to clarify both　the　nature　of　the dispute　and　the　subjective　and

objective conditions that provided it.

　　

The results of my analysis of the disputes are as follows｡
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